
2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置
されているか確認する。

内勤職員　事業計画予定人員22名
現配置人員　20名　欠員2名　欠員2
名新規募集にて採用し一旦補充完
了するも、新規採用者1名退職、採
用予定者コロナ感染により採用辞退
となり新たに採用募集中。別に臨時
職員1名採用済

A
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「配席図等を確認し
たところ、適切であった。

A

内勤職員　事業計画予定人員22名
現配置人員　22名　欠員0名　（正職
員1名退職もその他収入申告対応
要員1名を正職員として採用）その
他　滞納督促・分納誓約要員1名（ア
ルバイト）計1名

A

・2021年12月28日現在の「従業員
名簿」、「組織図」、「事務所内配置
図」等を確認したところ、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

個人情報保護研修　第2四半期中に
実施予定　人権研修は例年通り12
月実施予定。民間資格である個人
情報取扱従事者の認定を受けその
上で認定者は毎年1回の更新研修
を受講している。（ＣＰＡ）

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認
したところ、「個人情報研修」等が計
画どおり実施が予定されており、適
切であった。

A

個人情報保護研修　第3四半期中に
実施済　人権研修は例年通り12月
実施済。民間資格である個人情報
取扱従事者の認定を受けその上で
認定者は毎年1回の更新研修を受
講している。（ＣＰＡ）

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認
したところ、「個人情報研修」等が計
画どおり実施されており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確
保されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員
が確保されているか確認す
る。

配置済（1級建築士・2級施工管理士
各1名）日本管財㈱管轄他村野管理
Ｃ及び大東朋来管理Ｃも寝屋川で
業務集約にて兼務

A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A

配置済（1級建築士・2級施工管理士
各1名）日本管財㈱管轄他村野管理
Ｃ及び大東朋来管理Ｃも寝屋川で
業務集約にて兼務

A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、
適切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計
画書」どおり委託されている
か確認する。

適切である。　外部委託先に大阪府
暴力団排除条例に基づいた誓約書
の提出を求めるか、または外部委託
契約書の中に暴力団排除に関する
条項を盛り込んだもので契約締結し
た上で年度が始まる前までに事前
承認を受けている。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A

適切である。　外部委託先に大阪府
暴力団排除条例に基づいた誓約書
の提出を求めるか、または外部委託
契約書の中に暴力団排除に関する
条項を盛り込んだもので契約締結し
た上で年度が始まる前までに事前
承認を受けている。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の
排除の条項等を確認する。

遵守している。
毎年最低1回、外部委託先の責任
者を集め、研修を実施しその中で必
ず協定書の遵守のための確認を
行っている。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A

遵守している。
毎年最低1回、外部委託先の責任
者を集め、研修を実施しその中で必
ず協定書の遵守のための確認を
行っている。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、
必要な点検、報告等を行っ
ている。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実
施状況を確認する。

行っている。　　会社として年1回の
監査、および各業務の点検表に基
づき確認の上報告を行っており、セ
ンターにおいては、貴府で実施され
る年2回のモニタリング前に各業務
の点検を実施している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の
実施及び報告が為されており、さら
に、必要に応じて設備の補修等が
為されていることが確認でき、適切
であった。

A

行っている。　　会社として年1回の
監査、および各業務の点検表に基
づき確認の上報告を行っており、セ
ンターにおいては、貴府で実施され
る年2回のモニタリング前に各業務
の点検を実施している。

A

・必要な水道水水質検査報告書等
の法令点検の実施及び報告が為さ
れていることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

 人員体制

外部委託
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管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区）－Ｐ1/110



個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事
故防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、
「事業計画書」どおりの対策
が講じられているか確認す
る。

講じている。
各職員にマニュアル配布しミーティ
ング、朝礼、および夕礼等で都度徹
底、また、年1回個人情報研修受講
後確認テストを行っている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止
対策として、「個人情報の取り扱い
マニュアル」が作成され、職員研修
の実施・個人情報管理簿の整備等
が行われており、適切に運用されて
いることが確認でき、適切であった。

A

講じている。
各職員にマニュアル配布しミーティ
ング、朝礼、および夕礼等で都度徹
底、また、年1回個人情報研修受講
後確認テストを行っている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止
対策として、「個人情報の取り扱い
マニュアル」が作成され、職員研修
の実施・個人情報管理簿の整備等
が行われており、適切に運用されて
いることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されてい
る。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの
非常時の危機管理体制が
確保されているか確認す
る。

確保している。　　緊急時のマニュア
ルを作成し各職員に配布の上説
明。その中には参集基準を設けて
いる。また緊急時の役割分担、社員
の連絡体制、業者連絡先を整備し、
もしもに備えている。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話
とＦＡＸ番号が知らされており、また、
職員対応リスト及び対応業者リスト
も整備され、迅速に現場対応が可
能であることが確認でき、適切で
あった。

A

確保している。　　緊急時のマニュア
ルを作成し各職員に配布の上説
明。その中には参集基準を設けて
いる。また緊急時の役割分担、社員
の連絡体制、業者連絡先を整備し、
もしもに備えている。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急時
対応マニュアル」及び「緊急連絡網」
が整備され、入居者に対しては、
「住まいのしおり」「ふれあいだより」
により「時間外緊急連絡センター」の
電話とＦＡＸ番号が知らされており、
また、職員対応リスト及び対応業者
リストも整備され、迅速に現場対応
が可能であることが確認でき、適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

周知徹底している。　　事務所内に
非常時の役割分担表を掲示し、また
ミーティング、朝礼、および夕礼等で
マニュアルの内容を説明した上で確
認している。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布し
ていることを確認した。
・職員に対する防災訓練はコロナの
影響で実施できていないが、状況が
落ち着けば実施予定であることを確
認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A

周知徹底している。　　事務所内に
非常時の役割分担表を掲示し、また
ミーティング、朝礼、および夕礼等で
マニュアルの内容を説明した上で確
認している。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布し
ていることを確認した。
・職員に対する防災訓練は、2月か
ら3月に実施予定であることを確認
でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を
定め、事前に府に報告して
いる。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内
容が適切か確認する。

事前に府に報告している。
システム運用者を定めまた事前に
府に報告を行った上で、システムを
運用している者が特定出来る体制
を堅持している。

A
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事
業計画書」どおり運用されて
いるか確認する。

運用している。
各職員へミーティング、朝礼、および
夕礼等で個人情報書類の取り扱い
や整理整頓、保管場所の特定等個
人情報保護に留意するよう徹底して
いる。

A

・情報セキュリティに関する管理者
の定め、運用ルール、マニュアル等
が整備されていることが確認でき、
適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管して
いる。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等
が日々の積み上げによるも
のか確認するとともに、その
保管状況が適切か確認。

貴府に提出し適切に保管している。
可能な限り紙媒体の保管を避け、
データで管理を行っている。また
データ管理場所もフォルダーで適切
に整備保管に努めている。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A

貴府に提出し適切に保管している。
可能な限り紙媒体の保管を避け、
データで管理を行っている。また
データ管理場所もフォルダーで適切
に整備保管に努めている。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府から
の指示事項の遂行状況を確
認する。

業務仕様書を日々即取り出せる場
所に保管し、業務を行う際は容易に
確認が出来るよう心掛けている。ま
た会議に出席する場合、可能な限り
事前に必要な資料を提供している。

A

・業務の実施体制については適切
であった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

業務仕様書を日々即取り出せる場
所に保管し、業務を行う際は容易に
確認が出来るよう心掛けている。ま
た会議に出席する場合、可能な限り
事前に必要な資料を提供している。

A

・業務の実施体制については適切
であった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等
に係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書、管理業務説明書に
沿って対応している。苦情処理が発
生した場合、リストによる管理を行
い、対応後においても実施した内容
を記録に残し、常に状況が把握出
来る状態を保つよう努めている。

Ａ

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に
沿って対応している。
苦情処理が発生した場合、リストに
よる管理を行い、対応後においても
実施した内容を記録に残し、常に状
況が把握出来る状態を保つよう努
めている。

Ａ

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実
施し、その結果は妥当であ
る。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アン
ケート等について、「アン
ケート文面」「アンケート集
計」等の資料により、アン
ケート等の実施手法及び結
果内容が適切かどうか確認
する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、S
（95％以上）、Ａ（80％以
上）、Ｂ（50％以上80％未
満）、C（50％未満）としてい
る。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

アンケート評価に関して数値的にお
いても、また個別に記載された内容
（要望・お褒め・ご批判等）において
も、妥当と理解し、改善すべき点は
改善するよう努めている。入居者ア
ンケート回収率50％超　自治会長ア
ンケート回収率100％

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答した
ものを加重計算により平均値を算出
した。

・結果、入居者アンケートでは、９３．
２％が「普通」以上という回答であ
り、適切であった。
（アンケート回収率５０．９％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解
決・改善に積極的に取り組
み、その結果は妥当であ
る。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

管理運営会議等で府から指摘され
た問題点・改善点の解決・改善に積
極的に取り組み、その結果は妥当
である。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
妥当と理解し、速やかに改善策を検
討し解決に向けて取り組むよう努め
ている。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認す
る。

コロナ禍の影響により自主事業を保
留している以外、計画的に実施して
いる。その結果、重点課題である空
家減少対策等いくつか効果が出始
めている。

A

・「封筒広告による募集の周知」等
が実施され、今後も計画的に自主
提案事業が見込まれていることが確
認でき、適切であった。

A

コロナ禍の影響により自主事業を保
留している以外、計画的に実施して
いる。その結果、重点課題である空
家減少対策等いくつか効果が出始
めている。

A

・「内覧会」が既に実施され、今後も
計画的に自主提案事業が見込まれ
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、
収支状況は妥当であるかを
判断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状
況が適切かどうか確認す
る。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係
る費用が報告書どおりであ
るか確認する。

6月末現在で黒字収支にて順調に
推移しているが、空家修繕単価が予
定単価を上回っており、また、施設
自体の老朽化による修繕件数、修
繕金額の増加傾向であり、予断を許
さない状況ではある。

A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定
元帳の「空家修繕」の費用も報告書
と同額であることが確認でき、適切
であった。

A

12月末現在で黒字収支にて順調に
推移しているが、空家修繕単価が予
定単価を上回っており、また、施設
自体の老朽化による修繕件数、修
繕金額の増加傾向であり、予断を許
さない状況ではある。

A

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であっ
た。

・また、抽出により確認した総勘定
元帳の「緊急修繕」の費用も報告書
と同額であることが確認でき、適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安
定性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本
（２期平均）×100】により、
法人の効率性・安定性が適
切かどうか確認する。

会社全体としては分析指標におい
て異常値は見られず、管理運営の
効率性、安定性に関して問題はない
と判断している。

A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）【売上総利益÷総資
本（２期平均）×100】を確認したとこ
ろ、28.157％であることが確認でき、
適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び
「安定性」が適切かどうか確
認する。

・法人の過去３年間の決算
書により、法人の収支状況
が適切かどうか確認する。

直近3年間の決算状況においても収
益性、安定性に問題はないと判断し
ている。

A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）【経常利益÷売上高×
100】を確認したところ、5.1％であ
り、効率的に利益をあげていること
が確認でき、適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）【自己資本÷総資本×100】
を確認したところ、68.325％であり、
企業に安定性があることが確認で
き、適切であった。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準
B(ほぼ良好)

2021年11月26日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年1月25日

寝屋川管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備
状況が適切かどうか確認す
る。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等
により確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①府からの指導に基づき対応、報
告すること。②入居決定、入居説
明、入居の業務を丁寧かつ速やか
に行うこと。③関連書類を適切に保
管すること。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、入居説明会時に中国
語音声ガイダンスを行うなど、対応
ができていることが確認でき、適切
であった。

・障がい者対応についても、筆談に
より対応ができていることが確認で
き、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①府からの指導に基づき対応、報
告すること。②入居決定、入居説
明、入居の業務を丁寧かつ速やか
に行うこと。
③関連書類を適切に保管すること。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、入居説明会時に中国
語音声ガイダンスを行うなど、対応
ができていることが確認でき、適切
であった。

・障がい者対応についても、筆談に
より対応ができていることが確認で
き、適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.00％（247件中、0件）
であったことが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。
　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

定期報告等及びヒアリングにより確認 寝屋川管理センターにて状況を聴取
2021年11月26日 2022年1月25日

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①府からの問合せに速やかに回答
すること。②貴府からの指示に従っ
た業務を行うこと。③電話・窓口等
の問合せに丁寧かつ速やかに対応
すること。

入居に伴う空家修繕戸数(指定管理
期間の空家再修繕24件除く）
計画：350　戸　実績：199　戸（12月
末現在）年間260件ペース

現在の辞退率が30％超となってい
ることから、入居辞退を減らすべく、
ＨＰに各住戸の生活環境・状況が判
断出来るよう掲載内容を工夫する、
問い合わせ時に住戸環境を詳しく説
明する、来所時に各住戸環境がわ
かる冊子を作成する等の対策を講じ
た。
その結果、辞退率は前年度から8％
程度改善したが、350戸の達成には
至らなかった。来年度も同様に辞退
率を抑制するよう努めるが、大幅な
改善は見込めないため、そもそも応
募者を増加させるため、募集冊子の
設置場所を拡大させるなどの対策を
図ってまいりたい。

辞退率：R2　38.7％　⇒　R3　31.1％

B

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修
繕年間実施想定戸数は350戸、実
績は199戸であり、今後、年間実施
想定戸数の達成が困難ということで
あったが、課題解決に向けての取り
組みが見込まれることを確認した。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できてい
ることが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜
掲載されており、センターの窓口で
も同様の情報を閲覧することが確認
でき、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認で
き、適切であった。

B

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの
経過年数、応募倍率、空家
年数を考慮しているか等そ
の選定方法が適切かどうか
を確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・入居に伴う空家修繕年間
実施想定戸数を達成してい
るか確認する。
当該戸数を下回った場合
は、その事情について確認
する。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっ
せんがされているかを確認
するため、立入検査等にお
いて、特定入居（住宅替）受
付台帳を閲覧し、その状況
を確認する。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、
抽選結果の掲載及び随時
募集住戸の掲載実施状況
について、府民等への情報
提供が適切かどうか確認す
る。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①府からの問合せに速やかに回答
すること。②貴府からの指示に従っ
た業務を行うこと。③電話・窓口等
の問合せに丁寧かつ速やかに対応
すること。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：350　戸　実績：84　戸（6月末
現在）年間330件ペース

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修
繕年間実施想定戸数は350戸、実
績は84戸であり、今後、空家内覧会
を実施予定であるなど、入居促進に
努めていることを確認でき、適切で
あった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できてい
ることが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜
掲載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認で
き、適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価項目

評価基準
（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 B

・第一四半期及びその他の期のとお
り。

・入居に伴う空家修繕戸数（見込
み）
計画：350戸　実績：248戸

B
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①退去の相談があった場合、必要
な指導を丁寧に行うこと。②退去手
続きに関し必要な指導、確認、検査
を行うこと。③誤りなく退去精算を行
うこと。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理
について府の指示どおり事務を行っ
ており、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①退去の相談があった場合、必要
な指導を丁寧に行うこと。②退去手
続きに関し必要な指導、確認、検査
を行うこと。③誤りなく退去精算を行
うこと。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去
未清算リストに基づき検査したとこ
ろ、住宅返還手続きの処理も含め、
業務仕様書及び府の指示通り事務
が行われていることが確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書に基づき、以下の点を
前提に業務を行っている。
その申請に対する承認等について
は公営住宅法、同法施工例、同法
施行規則、大阪府営住宅条例及び
規則、取扱基準等に基づき行うこ
と。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及
び添付書類について、業務仕様書
及び事務マニュアルどおり審査を
行っていることが確認でき、適切で
あった。

A

業務仕様書に基づき、以下の点を
前提に業務を行っている。
その申請に対する承認等について
は公営住宅法、同法施工例、同法
施行規則、大阪府営住宅条例及び
規則、取扱基準等に基づき行うこ
と。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○入居者の維持保管義務
について注意を払い、実態
把握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なもの
かどうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①常に注意を払い、実態調査に努
めること。②入居者等への指導及び
府への報告等必要な措置を講ずる
こと③法的措置等、府の指示に従う
こと。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅
の現地確認等も行っていることが確
認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①常に注意を払い、実態調査に努
めること。②入居者等への指導及び
府への報告等必要な措置を講ずる
こと③法的措置等、府の指示に従う
こと。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位
承継不可リストと指定管理者が保有
するリストを突合し、業務仕様書及
び府の指示通り事務が行われてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確
認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①期限内に必要な帳票を貴府に提
出すること。②システムへ正確に入
力する等適切な作業を行うこと。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及
び添付書類について、業務仕様書
及び事務マニュアルどおり審査を
行っていることが確認できた。疑義
がある場合等は必要に応じて府と
協議して解決しており、適切であっ
た。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①期限内に必要な帳票を貴府に提
出すること。②システムへ正確に入
力する等適切な作業を行うこと。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、
納入通知書の送付及び現
金出納について、毎月の定
期報告等により、適切な業
務が行われているか確認す
る。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①入居者に口座振替の利用促進を
行うこと。②府からの発送依頼に基
づき適切に納付書等を送付するこ
と。③現金事務取扱責任者を設ける
こと。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施しているこ
とが確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①入居者に口座振替の利用促進を
行うこと。②府からの発送依頼に基
づき適切に納付書等を送付するこ
と。③現金事務取扱責任者を設ける
こと。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施しているこ
とが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が
行われているか交渉記録等
により確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①貴府が示す滞納フロー等に基づ
き実施すること。②問合せ・苦情等
について真摯に対応すること。③適
切に対応し、報告すべきは報告する
こと。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」
の内容、システムの交渉経過の入
力状況等、業務仕様書のとおり事務
が行われていることが確認でき、適
切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①貴府が示す滞納フロー等に基づ
き実施すること。②問合せ・苦情等
について真摯に対応すること。③適
切に対応し、報告すべきは報告する
こと。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」
の内容、システムの交渉経過の入
力状況等、業務仕様書のとおり事務
が行われていることが確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

指定管理者の自己評価　年間

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)

管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区）－Ｐ6/110



○入居者の収入額認定等
の事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われ
ているか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①期限内に収入申告書等必要書類
を送付すること。②手続きに関して
必要な指導等適切な対応を図るこ
と。③期限内に必要な作業を完了す
ること。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容
をパンチカードに記録して府に送付
する。府の指示どおり業務が行われ
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①期限内に収入申告書等必要書類
を送付すること。②手続きに関して
必要な指導等適切な対応を図るこ
と。③期限内に必要な作業を完了す
ること。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パ
ンチカードの作成のほか、不備請
求、未申告者対応、意見申出に至る
までの一連の流れについて、業務
仕様書及び事務マニュアルのとおり
事務が行われていることが確認でき
た。立入検査の際、書類等の保管
状況を確認したところ、状況に応じ
て仕分け整理されていることが確認
でき、適切であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取
り扱い、作業場所、保管場所も適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対
して、適切に対応しているか
どうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①入居者から申請があった場合、
適切な必要書類を徴求すること。②
期限内に適切に処理すること。③正
確にシステム入力をすること。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及
び添付書類について、関連法令等
に従い、業務仕様書及び事務マ
ニュアルどおり審査を行っていること
が確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①入居者から申請があった場合、
適切な必要書類を徴求すること。②
期限内に適切に処理すること。③正
確にシステム入力をすること。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕
分け整理されていることが確認でき
た。不備がある場合は書面で不足
書類の提出を促すほか、可能な限
り電話での案内も行っていることが
確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年1月28日（立入検査）

管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区）－Ｐ7/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ
赴き、書面及び写真により、
適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に
沿って行っている（主に以下の点に
留意し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の
定めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については
丁寧に説明すること。③早期対応を
図ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場
で対象を指定し現場への立ち入り検
査を行った結果、一般（緊急・空家）
修繕実施基準等に基づき修繕が行
われており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の
定めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については
丁寧に説明すること。③早期対応を
図ること。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場
で対象を指定し現場への立ち入り検
査を行った結果、一般（緊急・空家）
修繕実施基準等に基づき修繕が行
われており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：199件（うち立入り検
査：8件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,179件
　※数字は１2月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
100%
9割以上の入居者が業者の対応に
不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に
沿って行っている（主に以下の点に
留意し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行う
こと）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容
を確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行う
こと。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容
を確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害
対策施設の管理を行ってい
る。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を
前提に業務を行っている。
大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応し、その他
の苦情、問合せについてはその状
況を把握した上で適切に対応するこ
と。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A

業務仕様書に基づき、以下の点を
前提に業務を行っている。
大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応し、その他
の苦情、問合せについてはその状
況を把握した上で適切に対応するこ
と。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理され
ているかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、
適切に処理されているかど
うか確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を
前提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等
のデータについて、対応できており、
適切であった。

A

業務仕様書に基づき、以下の点を
前提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等
のデータについて、対応できており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事
業等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

貴府の既存府営住宅のバリアフ
リー化を推進『大阪府営住宅ストッ
ク総合活用計画』事業に基づき業務
を行っている。実施にあたっては、
都度貴府と適宜協議を行い進めて
いる。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行してお
り、適切であった。

A

貴府の既存府営住宅のバリアフ
リー化を推進『大阪府営住宅ストッ
ク総合活用計画』事業に基づき業務
を行っている。実施にあたっては、
都度貴府と適宜協議を行い進めて
いる。

A
○現地調査、実施設計、工事発注
を計画的に執行しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区）－Ｐ8/110



○入居者への利用承認業
務を行っている。

・府に上申された入居者か
らの利用承認申請書を通
じ、適切に処理されているか
どうか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に
沿って行っている（主に以下の点に
留意し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承
認業務が行われており、適切であっ
た。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する。

A
○事務マニュアルに沿った利用承
認業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫
証明の発行、迷惑駐車の取
締り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①駐車場施設の状況確認し必要に
応じて修繕を行うこと。②貴府と協
議した上で別途費用の範囲で修繕
を行うこと。

A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①駐車場施設の状況確認し必要に
応じて修繕を行うこと。②貴府と協
議した上で別途費用の範囲で修繕
を行うこと。

A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）
について、仕様書どおり行われてお
り、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日

管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区）－Ｐ9/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確
認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①巡回等を行い適正に維持管理を
行うこと。②用地管理に伴い,市町及
び関係官署との協議の補助を行うこ
と。③適宜貴府に報告すること。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、
適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①巡回等を行い適正に維持管理を
行うこと。②用地管理に伴い,市町及
び関係官署との協議の補助を行うこ
と。③適宜貴府に報告すること。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手
続きの補助状況が適切かど
うか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①土地境界協議、土地の使用許
可、土地貸付、運行承諾、工事施工
承諾等に係る相談、協議、現地調
査、申請受付を行うこと。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれてい
る。また、各種申請書等の受付日、
社内起案日等が記録簿等により管
理され、申請書受付後、速やかに処
理しており、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①土地境界協議、土地の使用許
可、土地貸付、運行承諾、工事施工
承諾等に係る相談、協議、現地調
査、申請受付を行うこと。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれてい
る。また、各種申請書等の受付日、
社内起案日等が記録簿等により管
理され、申請書受付後、速やかに処
理しており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に
係る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状
況について、記録簿などに
より、適切に処理されている
かどうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①貴府許可決定後、許可書等を申
請者に交付し申請書等及び添付書
類を保管すること。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく
申請者への交付が行なわれてお
り、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の
点に留意し行っている。
①貴府許可決定後、許可書等を申
請者に交付し申請書等及び添付書
類を保管すること。

A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく
申請者への交付が行なわれてお
り、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

管財・寝屋川（守口市・寝屋川市・門真市地区）－Ｐ10/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

管理責任者1名、管理事務所職員21
名、巡回管理員9名、計31名過不足
なく配置している。5月11日より事業
計画に則した正職員数に整えた。

B

・年度当初に正職員数が不足してお
り、配置体制に課題がある状態で
あったが、検査日時点では事業計画
に即した正職員数の確認ができた。

B
管理責任者1名、管理事務所職員21
名、巡回管理員9名、計31名過不足
なく配置している。

A
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・年度当初に正職員数が不足してい
たが、早急に配置体制の課題を解消
し、事業計画に即した職員配置を
行っていることを確認した。

A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

配置する職員に業務内容、人権、個
人情報保護研修の実施している。 A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
配置する職員に業務内容、人権、個
人情報保護研修の実施している。 A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

1級および2級建築士を配置してい
る。 A

・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
1級および2級建築士を配置してい
る。 A

・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

事前に承認を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A 事前に承認を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

協定書等を遵守させている。 A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A 協定書等を遵守させている。 A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

必要な点検、報告等を行っている。 A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A 必要な点検、報告等を行っている。 A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

【指定管理者名】近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）※大東朋来地区及び村野地区除く

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

 人員体制

外部委託
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個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

情報セキュリティ対策基準を定めると
ともに管理体制を確立し、事故防止
対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
情報セキュリティ対策基準を定めると
ともに管理体制を確立し、事故防止
対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

事故、災害等の緊急時の職員、協力
業者の24時間、365日可能な連絡体
制を確保している。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
事故、災害等の緊急時の職員、協力
業者の24時間、365日可能な連絡体
制を確保している。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルを整備し、全職
員への研修により周知徹底を図って
いる。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A
緊急対応マニュアルを整備し、全職
員への研修により周知徹底を図って
いる。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システムを運用する者を定め、事前
に府に報告している。 A

・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

現場管理責任者が情報セキュリティ
管理者となり、情報セキュリティに関
する規程類の周知徹底と情報資産
の管理を行っている。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

月間業務報告書を府に提出し、業務
日誌等を適切に整備し保管してい
る。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
月間業務報告書を府に提出し、業務
日誌等を適切に整備し保管してい
る。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

業務の実施体制は確保し、会議へ出
席し、必要な資料を提供している。 A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
業務の実施体制は確保し、会議へ出
席し、必要な資料を提供している。 A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

入居者、自治会等からの苦情・問い
合わせに対して、実情把握・指導・対
応を適切に行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
入居者、自治会等からの苦情・問い
合わせに対して、実態把握・指導・対
応を適切に行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、S
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ（50％以上80％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

10月に実施済。結果分析し、改善に
取り組んでいる。 A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、８８．
０％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５２．１％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

解決改善に取り組んでいる。 A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A 解決改善に取り組んでいる。 A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

単身高齢者への安否確認サービス
ほかサービス水準の向上に寄与して
いる。

A

・「単身高齢者への安否確認サービ
ス」について希望者を募るアンケート
を準備しており、今後も計画的に自
主提案事業が見込まれていることが
確認でき、適切であった。

A
単身高齢者への安否確認サービス
ほかサービス水準の向上に寄与して
いる。

A

・第１四半期に準備していた「単身高
齢者への安否確認サービス」につい
て実施されており、今後も計画的に
自主提案事業が見込まれていること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

妥当である。 A

・収支状況については６月末現在
で、赤字であるが、空家修繕を上半
期に集中して実施するなど、年度全
体での収支を見据えた計画的な修
繕費の増加であることが確認でき
た。また赤字については、年度末に
は黒字の見込みであり、事業の継続
性については問題がないことを確認
でき、適正であると判断した。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A 妥当である。 A

・収支状況については12月末現在
で、赤字であるが、空家修繕を上半
期に集中して実施するなど、年度全
体での収支を見据えた計画的な修
繕費の増加であることが確認でき
た。また赤字については、年度末に
は黒字の見込みであり、事業の継続
性については問題がないことを確認
でき、適正であると判断した。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

管理運営の効率化に努めている。 A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は140.14％であり、資
本を効率よく運用していることが確認
でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

損益においては経常利益は２億円を
超える金額で推移しており、資金に
ついても借入金がなく安定して資金
繰りを行っている。

A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は1.82％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は26.32％であり、企業に安
定性があることが確認でき、適切で
あった。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準
B(ほぼ良好)

2021年9月28日

枚方管理センターにて状況を聴取

2022年1月27日

枚方管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

審査およびシステム入力作業は、
チェック項目を事前に作成など、迅
速・確実な処理に努めている。

Ａ

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、対応ができていることが
確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A
審査およびシステム入力作業は、
チェック項目を事前に作成など、迅
速・確実な処理に努めている。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、対応ができていることが
確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.28％（358件中、1件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。
　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

【指定管理者名】近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）※大東朋来地区及び村野地区除く

評価項目
指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

募集事務

枚方管理センターにて状況を聴取 枚方管理センターにて状況を聴取

A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。

・入居に伴う空家修繕戸数（見込み）
計画：390戸　実績：396戸

Ａ

2021年9月28日 2022年1月27日

わかりやすい募集情報の発信を心
がけ、専用ホームページにおいて
も、住宅の外観、部屋内の写真や間
取り図、公共交通機関からのアクセ
ス等を掲載するなど最新の情報募集
情報とともに掲載している。

入居に伴う空家修繕戸数
計画： 390 戸　実績： 345戸（12月末
現在）

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は390戸、実績は
345戸であり、今後、想定戸数を達成
できるペースで進捗していることを確
認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。Ａ

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・さらに、汚損等のため「否」となって
いる住戸を現地確認したところ、実際
に汚損等を確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は390戸、実績は
148戸であり、今後、想定戸数を達成
できるペースで進捗していることを確
認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・入居に伴う空家修繕年間実
施想定戸数を達成している
か確認する。
当該戸数を下回った場合
は、その事情について確認
する。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか

わかりやすい募集情報の発信を心
がけ、専用ホームページにおいて
も、住宅の外観、部屋内の写真や間
取り図、公共交通機関からのアクセ
ス等を掲載するなど最新の情報募集
情報とともに掲載している。

入居に伴う空家修繕戸数
計画： 390 戸　実績： 148戸（6月末
現在）

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）

評価基準
（確認内容）

近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）－Ｐ15/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

退去手続等の必要な指導、住宅返
還届等の審査およびシステム入力、
退去時検査を行っている。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A
退去手続等の必要な指導、住宅返
還届等の審査およびシステム入力、
退去時検査を行っている。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

公営住宅法、同法施行令、同法施行
規則、大阪府営住宅条例および規
則、取扱基準等に基づき行ってい
る。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A

公営住宅法、同法施行令、同法施行
規則、大阪府営住宅条例および規
則、取扱基準等に基づき行ってい
る。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

維持管理義務違反の事実を確認し
た場合は、当該入居者に是正指導を
行い、実態把握に努めている。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A
維持管理義務違反の事実を確認し
た場合は、当該入居者に是正指導を
行い、実態把握に努めている。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

収入更正や減免決定等の対象者に
対し必要な手続きを行っている。 Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
収入更正や減免決定等の対象者に
対し必要な手続きを行っている。 Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

口座振替の利用促進や、家賃及び
共益費の納入通知書を送付してい
る。また、現金の取扱に関する事務
取扱責任者を設け、現金収納業務を
行っている。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

口座振替の利用促進や、家賃及び
共益費の納入通知書を送付してい
る。また、現金の取扱に関する事務
取扱責任者を設け、現金収納業務を
行っている。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

滞納家賃フロー等に基づき実施して
いる。滞納者等との交渉履歴をシス
テムに記録している。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
滞納家賃フロー等に基づき実施して
いる。滞納者等との交渉履歴をシス
テムに記録している。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

【指定管理者名】近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）※大東朋来地区及び村野地区除く

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）－Ｐ16/110



○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

収入申告、マイナンバー情報を含む
審査を行うほか未申告者に対し督促
等を行っている。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A
収入申告、マイナンバー情報を含む
審査を行うほか未申告者に対し督促
等を行っている。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

入居者から異動に係る届け出及び
申請があり家賃額変更が発生した場
合は収入更生申請を提出するよう指
導し、審査している。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A

入居者から異動に係る届け出及び
申請があり家賃額変更が発生した場
合は収入更生申請を提出するよう指
導し、審査している。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年2月10日（立入検査）

近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）－Ｐ17/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
緊急修繕の対応については、遅滞な
く行っている。施設の長寿命化につ
ながる工法を選び行っている。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：148件（うち立入り検査：
12件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,395件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
100%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A

常時適正な状態に機能を維持するた
めの保守点検を行い、大阪府営住宅
施設保全業務調整会議において、点
検実施の状況及び不具合等への対
応について報告を行っている。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応・管理し、苦
情や問合せについては、その状況を
把握した上で適切に対応を行ってい
る。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A

大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応・管理し、苦
情や問合せについては、その状況を
把握した上で適切に対応を行ってい
る。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A

日常の施設管理業務を通じて生じる
修繕履歴、点検結果等の各種データ
をデータベース化し、整理業務を行っ
ている。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

予定された住戸内バリアフリー化事
業において、実施設計業務・工事発
注業務・工事監理業務・検査業務を
行い、業務の実施にかかる自治会・
入居者への案内を行っている。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行しており、
適切であった。

A

予定された住戸内バリアフリー化事
業において、実施設計業務・工事発
注業務・工事監理業務・検査業務を
行い、業務の実施にかかる自治会・
入居者への案内を行っている。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

【指定管理者名】近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）※大東朋来地区及び村野地区除く

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）－Ｐ18/110



○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
駐車場の利用案内及び駐車場利用
申込書の受付、審査及び利用承認
書の交付等の業務を行っている。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

府所定の基準に照らし適否を審査
し、保管場所使用承諾証明書の交付
業務や、駐車場の適切な使用方法
について指導、駐車場の維持修繕業
務を行っている。

A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A

府所定の基準に照らし適否を審査
し、保管場所使用承諾証明書の交付
業務や、駐車場の適切な使用方法
について指導、駐車場の維持修繕業
務を行っている。

A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日

近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）－Ｐ19/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅用地について、巡回等を行
い、不法投棄等が発見した場合は適
切に対応している。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅用地について、巡回等を行
い、不法投棄等が発見した場合は適
切に対応している。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

土地使用許可等に係る相談、協議、
現地調査、申請受付を行っている。 Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
土地使用許可等に係る相談、協議、
現地調査、申請受付を行っている。 A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

大阪府の許可決定等後において、許
可書等を申請者に交付し、申請書等
及び添付書類を保管している。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
大阪府の許可決定等後において、許
可書等を申請者に交付し、申請書等
及び添付書類を保管している。

A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

【指定管理者名】近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）※大東朋来地区及び村野地区除く

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

近鉄・枚方（枚方市・大東市・四條畷市・交野市地区）－Ｐ20/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】近鉄・布施（東大阪市地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

事業計画書と比較し、正職員が不足
している。
5月11日、事業計画に則して、正職員
を過不足なく整えた。

B

・年度当初に正職員数が不足してお
り、配置体制に課題がある状態で
あったが、検査日時点において、事
業計画に即した正職員数の確認が
できた。

B
事業計画に則して、職員を過不足な
く配置している。 A

・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「現場体制表」、「組織図」、「事
務所内配置図」等を確認したところ、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・年度当初に正職員数が不足してい
たが、早急に配置体制の課題を解消
し、事業計画に即した職員配置を
行っていることを確認した。

A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

配置する職員に業務内容、人権、個
人情報保護研修の実施（5月～11
月）している。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「接遇マナー研修」等が計
画どおり実施されており、適切であっ
た。

A
配置する職員に業務内容、人権、個
人情報保護研修の実施（5月～11
月）している。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

1級建築士を配置している。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A 1級建築士を配置している。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

事前に承認を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A 事前に承認を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

協定書等を遵守させている。 A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A 協定書等を遵守させている。 A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

必要な点検、報告等を行っている。 A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A 必要な点検、報告等を行っている。 A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

 人員体制

外部委託
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個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

情報セキュリティ対策基準を定めると
ともに管理体制を確立し、事故防止
対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
情報セキュリティ対策基準を定めると
ともに管理体制を確立し、事故防止
対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

事故、災害等の緊急時の職員、協力
業者の24時間、365日可能な連絡体
制を確保している。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
事故、災害等の緊急時の職員、協力
業者の24時間、365日可能な連絡体
制を確保している。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルにのっとった対
応について、研修を行い周知徹底を
図っている。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練が実施予定
であることを確認でき、適切であっ
た。
・自治会と連携した防災訓練が実施
済であることを確認でき、適切であっ
た。

A
緊急対応マニュアルにのっとった対
応について、研修を行い周知徹底を
図っている。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練も実施
済であることを確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システムを運用する者を定め、事前
に府に報告している。 A

・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

現場管理責任者が情報セキュリティ
管理者となり、情報セキュリティに関
する規程類の周知徹底と情報資産
の管理を行っている。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

月間業務報告書を府に提出し、業務
日誌等を適切に整備し保管してい
る。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
月間業務報告書を府に提出し、業務
日誌等を適切に整備し保管してい
る。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

業務の実施体制は確保し、会議へ出
席し、必要な資料を提供している。 A

・業務の実施体制については適切で
あった。
・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
業務の実施体制は確保し、会議へ出
席し、必要な資料を提供している。 A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

入居者、自治会等からの苦情・問い
合わせに対して、仕様書及び迷惑行
為対応マニュアルに基づき、実情把
握・指導・対応を適切に行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

入居者、自治会等からの苦情・問い
合わせに対して、仕様書及び迷惑行
為対応マニュアルに基づき、実情把
握・指導・対応を適切に行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、S
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ（50％以上80％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

実施済み（玉串、中鴻池住宅） A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９６．
２％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５１．１％）

S ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 S

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

府からの指示事項に対し、解決改善
に取り組んでいる。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
府からの指示事項に対し、解決改善
に取り組んでいる。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

単身高齢者への安否確認サービス
ほかサービス水準の向上に寄与して
いる。

A

・「単身高齢者への安否確認サービ
ス」等が既に実施されており、今後も
計画的に自主提案事業が見込まれ
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
単身高齢者への安否確認サービス
ほかサービス水準の向上に寄与して
いる。

A

・第一四半期に引き続き「単身高齢
者への安否確認サービス」等が実施
され、加えて「認知症サポーター養成
講座受講」などが既に実施済である
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

妥当である。 A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A 妥当である。 A

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

管理運営の効率化に努めている。 A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は140.14％であり、資
本を効率よく運用していることが確認
でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

損益においては経常利益は２億円を
超える金額で推移しており、資金に
ついても借入金がなく安定して資金
繰りを行っている。

A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は1.82％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は26.32％であり、企業に安
定性があることが確認でき、適切で
あった。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準
B(ほぼ良好)

2021年9月27日

布施管理センターにて状況を聴取

2022年2月9日

布施管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】近鉄・布施（東大阪市地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

審査およびシステム入力作業は、
チェック項目を事前に作成など、迅
速・確実な処理に努めている。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、対応ができていることが
確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A
審査およびシステム入力作業は、
チェック項目を事前に作成など、迅
速・確実な処理に努めている。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、対応ができていることが
確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の6.97％（201件中、14件）
であったことが確認でき、適切であっ
た。

Ａ
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。
　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

布施管理センターにて状況を聴取 布施管理センターにて状況を聴取
2021年9月27日 2022年2月9日

A

わかりやすい募集情報の発信を心
がけ、専用ホームページにおいて
も、住宅の外観、部屋内の写真や間
取り図、公共交通機関からのアクセ
ス等を掲載するなど最新の情報募集
情報とともに掲載している。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：240戸　実績：166戸

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は240戸、実績は
166戸であり、今後、想定戸数を達成
できるペースで進捗していることを確
認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・入居に伴う空家修繕年間実
施想定戸数を達成している
か確認する。
当該戸数を下回った場合
は、その事情について確認
する。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか

わかりやすい募集情報の発信を心
がけ、専用ホームページにおいて
も、住宅の外観、部屋内の写真や間
取り図、公共交通機関からのアクセ
ス等を掲載するなど最新の情報募集
情報とともに掲載している。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：240戸　実績：70戸

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・さらに、汚損等のため「否」となって
いる住戸を現地確認したところ、実際
に汚損等を確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は240戸、実績は
70戸であり、今後、想定戸数を達成
できるペースで進捗していることを確
認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価項目

評価基準
（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。

・入居に伴う空家修繕戸数（見込み）
計画：240戸　実績：240戸

Ａ
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】近鉄・布施（東大阪市地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

退去手続等の必要な指導、住宅返
還届等の審査およびシステム入力、
退去時検査を行っている。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A
退去手続等の必要な指導、住宅返
還届等の審査およびシステム入力、
退去時検査を行っている。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

公営住宅法、同法施行令、同法施行
規則、大阪府営住宅条例および規
則、取扱基準等に基づき行ってい
る。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A

公営住宅法、同法施行令、同法施行
規則、大阪府営住宅条例および規
則、取扱基準等に基づき行ってい
る。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

維持管理義務違反の事実を確認し
た場合は、当該入居者に是正指導を
行い、実態把握に努めている。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A
維持管理義務違反の事実を確認し
た場合は、当該入居者に是正指導を
行い、実態把握に努めている。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

収入更生や減免決定等の対象者に
対し必要な手続きを行っている。 Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
収入更生や減免決定等の対象者に
対し必要な手続きを行っている。 Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

口座振替の利用促進や、家賃及び
共益費の納入通知書を送付してい
る。また、現金の取扱に関する事務
取扱責任者を設け、現金収納業務を
行っている。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

10月4日、口座振替の誤登録により
誤って家賃が引き落とされたことが
判明。家賃の口座振替情報につい
て、管理システムへの誤登録を防止
する対策として、作業手順について
職員研修を行うとともにチェックリスト
を利用しダブルチェックを徹底しまし
た。

Ｂ

2021年8月に家賃の口座振替情報の
システム登録の誤りにより、別の入
居者の口座から家賃を引き落とす事
案があった。その後、今後の再発防
止を図るための業務改善措置が講じ
られたことを確認した。

Ｂ その他の期のとおり。 B その他の期のとおり。 B

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

滞納家賃フロー等に基づき実施して
いる。滞納者等との交渉履歴をシス
テムに記録している。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
滞納家賃フロー等に基づき実施して
いる。滞納者等との交渉履歴をシス
テムに記録している。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

指定管理者の自己評価　年間

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)
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○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

収入申告、マイナンバー情報を含む
審査を行うほか未申告者に対し督促
等を行っている。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A
収入申告、マイナンバー情報を含む
審査を行うほか未申告者に対し督促
等を行っている。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

入居者から異動に係る届け出及び
申請があり家賃額変更が発生した場
合は収入更生申請を提出するよう指
導し、審査している。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A

入居者から異動に係る届け出及び
申請があり家賃額変更が発生した場
合は収入更生申請を提出するよう指
導し、審査している。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年2月7日（立入検査）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】近鉄・布施（東大阪市地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
緊急修繕の対応については、遅滞な
く行っている。施設の長寿命化につ
ながる工法を選び行っている。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：70件（うち立入り検査：4
件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：583件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
100%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A

常時適正な状態に機能を維持するた
めの保守点検を行い、大阪府営住宅
施設保全業務調整会議において、点
検実施の状況及び不具合等への対
応について報告を行っている。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応・管理し、苦
情や問合せについては、その状況を
把握した上で適切に対応を行ってい
る。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A

大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応・管理し、苦
情や問合せについては、その状況を
把握した上で適切に対応を行ってい
る。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A

日常の施設管理業務を通じて生じる
修繕履歴、点検結果等の各種データ
をデータベース化し、整理業務を行っ
ている。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

施設管理に
関する業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

近鉄・布施（東大阪市地区）－Ｐ28/110



○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
駐車場の利用案内及び駐車場利用
申込書の受付、審査及び利用承認
書の交付等の業務を行っている。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

府所定の基準に照らし適否を審査
し、保管場所使用承諾証明書の交付
業務や、駐車場の適切な使用方法
について指導、駐車場の維持修繕業
務を行っている。

A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A

府所定の基準に照らし適否を審査
し、保管場所使用承諾証明書の交付
業務や、駐車場の適切な使用方法
について指導、駐車場の維持修繕業
務を行っている。

A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日

近鉄・布施（東大阪市地区）－Ｐ29/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】近鉄・布施（東大阪市地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅用地について、巡回等を行
い、不法投棄等が発見した場合は適
切に対応している。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅用地について、巡回等を行
い、不法投棄等が発見した場合は適
切に対応している。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

土地使用許可等に係る相談、協議、
現地調査、申請受付を行っている。 Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
土地使用許可等に係る相談、協議、
現地調査、申請受付を行っている。 A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

大阪府の許可決定等後において、許
可書等を申請者に交付し、申請書等
及び添付書類を保管している。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
大阪府の許可決定等後において、許
可書等を申請者に交付し、申請書等
及び添付書類を保管している。

A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

近鉄・布施（東大阪市地区）－Ｐ30/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・大東朋来（大東朋来地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

内勤職員　事業計画予定人員5名
現配置人員4名　巡回管理人2名（交
代制にて、2人は寝屋川管理セン
ターより応援、午前午後2人常駐体
制）
内勤欠員募集中。（寡婦募集対象）

A
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A

内勤職員　事業計画予定人員5名
現配置人員4名　巡回管理人2名（交
代制にて、2人は寝屋川管理セン
ターより応援、午前午後2人常駐体
制）
内勤欠員募集中。（寡婦募集対象）

A
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

個人情報保護研修　民間資格である
個人情報取扱従事者の認定を受け
た認定者は毎年1回の更新研修を受
講予定、（ＣＰＡ）未認定の職員(につ
いては今年度、分散受講の上資格
取得。（4人全員更新または取得済）
未認定は、巡回員2名のみ

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

個人情報保護研修　民間資格である
個人情報取扱従事者の認定を受け
た認定者は毎年1回の更新研修を受
講予定、（ＣＰＡ）未認定の職員(につ
いては今年度、分散受講の上資格
取得。（4人全員更新または取得済）
未認定の巡回員2名は12月に実施。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

配置済（1級建築士・2級施工管理士
各1名）日本管財㈱管轄他村野管理
Ｃ及び大東朋来管理Ｃも寝屋川で業
務集約にて兼務

A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A

配置済（1級建築士・2級施工管理士
各1名）日本管財㈱管轄他村野管理
Ｃ及び大東朋来管理Ｃも寝屋川で業
務集約にて兼務

A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

適切である。　外部委託先に大阪府
暴力団排除条例に基づいた誓約書
の提出を求めるか、または外部委託
契約書の中に暴力団排除に関する
条項を盛り込んだもので契約締結し
た上で年度が始まる前までに事前承
認を受けている。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A

適切である。　外部委託先に大阪府
暴力団排除条例に基づいた誓約書
の提出を求めるか、または外部委託
契約書の中に暴力団排除に関する
条項を盛り込んだもので契約締結し
た上で年度が始まる前までに事前承
認を受けている。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

遵守している。毎年最低1回、外部委
託先の責任者を集め、研修を実施し
その中で必ず協定書の遵守のため
の確認を行っている。（今年も11月
頃、開催予定の業者研修に併せて
人権研修を実施予定）寝屋川管理セ
ンターにて集約実施。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A

遵守している。毎年最低1回、外部委
託先の責任者を集め、研修を実施し
その中で必ず協定書の遵守のため
の確認を行っている。（今回は11月に
開催した業者研修に併せて人権研
修を実施済）寝屋川管理センターに
て集約実施。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

行っている。　　会社として年1回の監
査、および各業務の点検表に基づき
確認の上報告を行っており、センター
においては、貴府で実施される年2回
のモニタリング前に各業務の点検を
実施している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A

行っている。会社として年1回の監
査、および各業務の点検表に基づき
確認の上報告を行っており、センター
においては、貴府で実施される年2回
のモニタリング前に各業務の点検を
実施している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)

 人員体制

外部委託

指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)
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個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

講じている。各職員にマニュアル配
布しミーティング、朝礼、および夕礼
等で都度徹底、また、年1回個人情
報研修受講後確認テストを行ってい
る。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

講じている。各職員にマニュアル配
布しミーティング、朝礼、および夕礼
等で都度徹底、また、年1回個人情
報研修受講後確認テストを行ってい
る。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

確保している。　　緊急時のマニュア
ルを作成し各職員に配布の上説明。
その中には参集基準を設けている。
（参集基準　震度4以上）また緊急時
の役割分担、社員の連絡体制、業者
連絡先を整備し、もしもに備えてい
る。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

確保している。　　緊急時のマニュア
ルを作成し各職員に配布の上説明。
その中には参集基準を設けている。
（参集基準　震度4以上）また緊急時
の役割分担、社員の連絡体制、業者
連絡先を整備し、もしもに備えてい
る。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

周知徹底している。　　事務所内に非
常時の役割分担表を掲示し、また
ミーティング、朝礼、および夕礼等で
マニュアルの内容を説明した上で確
認している。（緊急マニュアルを周知
資料として各職員に配布）

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施予定
であることを確認でき、適切であっ
た。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できておらず、見通
しも立っていないが、やむを得ない事
情である。

A

周知徹底している。　　事務所内に非
常時の役割分担表を掲示し、また
ミーティング、朝礼、および夕礼等で
マニュアルの内容を説明した上で確
認している。（緊急マニュアルを周知
資料として各職員に配布）

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練はコロナの
影響で実施できていないが、状況が
落ち着けば実施予定であることを確
認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

事前に府に報告している。
システム運用者を定めまた事前に府
に報告を行った上で、システムを運
用している者が特定出来る体制を堅
持している。

A
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

運用している。
各職員へミーティング、朝礼、および
夕礼等で個人情報書類の取り扱い
や整理整頓、保管場所の特定等個
人情報保護に留意するよう徹底して
いる。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

府営住宅管
理システム
の運用

緊急対応
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

貴府に提出し適切に保管している。
可能な限り紙媒体の保管を避け、
データで管理を行っている。またデー
タ管理場所もフォルダーで適切に整
備保管に努めている。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A

貴府に提出し適切に保管している。
可能な限り紙媒体の保管を避け、
データで管理を行っている。またデー
タ管理場所もフォルダーで適切に整
備保管に努めている。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

業務仕様書を日々即取り出せる場所
に保管し、業務を行う際は容易に確
認が出来るよう心掛けている。また
会議に出席する場合、可能な限り事
前に必要な資料を提供している。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

業務仕様書を日々即取り出せる場所
に保管し、業務を行う際は容易に確
認が出来るよう心掛けている。また
会議に出席する場合、可能な限り事
前に必要な資料を提供している。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している。苦情処理が発生し
た場合、リストによる管理を行い、対
応後においても実施した内容を記録
に残し、常に状況が把握出来る状態
を保つよう努めている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している。苦情処理が発生し
た場合、リストによる管理を行い、対
応後においても実施した内容を記録
に残し、常に状況が把握出来る状態
を保つよう努めている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、S
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ（50％以上80％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

アンケート評価に関して数値的にお
いても、また個別に記載された内容
（要望・お褒め・ご批判等）において
も、妥当と理解し、改善すべき点は
改善するよう努めている。前期アン
ケート回収率29.4%前期34.7%　満足
度96.0%前期95.2%

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９６．
０％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率２９．４％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

適宜、是正策を実施し、その結果は
妥当である。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
妥当と理解し、速やかに改善策を検
討し解決に向けて取り組むよう努め
ている。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

今年のコロナの影響により自主事業
を保留している以外、計画的に実施
している。

A

・「きずな電話」等が既に実施されて
おり、今後も計画的に自主提案事業
が見込まれていることが確認でき、
適切であった。

A
今年のコロナの影響により自主事業
を保留している以外、計画的に実施
している。

A

・第１四半期に加えて、「職員のスキ
ルアップのための研修実施」も既に
実施され、今後も計画的に自主提案
事業が見込まれていることが確認で
き、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

一般修繕件数は、予定通りである
が、外装を含め、老朽化による修繕
金額の増加傾向は変わらないが、大
規模修繕は前倒しを含めて、施設保
全と打合せ、依頼済である。

A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・抽出により確認した総勘定元帳の
「空家修繕」の費用は、報告書と同額
であることが確認でき、適切であっ
た。

A

一般修繕件数は、予定通りである
が、外装を含め、老朽化による修繕
金額の増加傾向は変わらないが、大
規模修繕は前倒しを含めて、施設保
全と打合せ、依頼済である。

A

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であった。

・抽出により確認した総勘定元帳の
「緊急修繕」の費用は、報告書と同額
であることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

会社全体としては分析指標において
異常値は見られず、管理運営の効率
性、安定性に関して問題はないと判
断している。

A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）【売上総利益÷総資
本（２期平均）×100】を確認したとこ
ろ、28.157％であることが確認でき、
適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

直近3年間の決算状況においても収
益性、安定性に問題はないと判断し
ている。

A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）【経常利益÷売上高×
100】を確認したところ、5.1％であり、
効率的に利益をあげていることが確
認でき、適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）【自己資本÷総資本×100】
を確認したところ、68.325％であり、
企業に安定性があることが確認で
き、適切であった。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準
B(ほぼ良好)

2021年11月19日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年1月25日

定期報告等及びヒアリングにより確認
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・大東朋来（大東朋来地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①府からの指導に基づき対応、報告
すること。②入居決定、入居説明、入
居の業務を丁寧かつ速やかに行うこ
と。③関連書類を適切に保管するこ
と。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、入居説明会時に中国語
音声ガイダンスを行うなど、対応がで
きていることが確認でき、適切であっ
た。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①府からの指導に基づき対応、報告
すること。②入居決定、入居説明、入
居の業務を丁寧かつ速やかに行うこ
と。③関連書類を適切に保管するこ
と。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、入居説明会時に中国語
音声ガイダンスを行うなど、対応がで
きていることが確認でき、適切であっ
た。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の6.00％（50件中、3件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。
　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

定期報告等及びヒアリングにより確認 布施管理センターにて状況を聴取

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 B

・その他の期に同じ。

・入居に伴う空家修繕戸数（見込み）
計画：60戸　実績：47戸

B

2021年11月19日 2022年1月25日

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①府からの問合せに速やかに回答
すること。②貴府からの指示に従っ
た業務を行うこと。③電話・窓口等の
問合せに丁寧かつ速やかに対応す
ること。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：60　戸　実績：33　戸（12月末
現在）

今年度は、辞退率を下げるために、
空家の状況を考慮しながらも、人気
があり、必ず複数の申し込みがあ
る、1・2階及びエレベーター停止階を
優先して募集した。
特に、8月募集と12月募集は100％、
1・2階及びエレベーター停止階の住
戸を募集住戸とし、結果的に前年度
より改善はみられた。
また、R5年度に外装工事が予定され
ており、Ｒ4年度以降はエレベーター
増設工事も始まるため、エレベーター
のない3階以上の住戸への応募の増
加を見込んでいる。今後も継続して、
丁寧な説明と迅速な対応を行ってい
く。

辞退率：R2　51.2％　⇒　R3　36.3％
（12月末時点）

B

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は60戸、実績は
33戸であった。今後、年間実施想定
戸数の達成が困難ということであっ
たが、課題解決に向けての取り組み
が見込まれることを確認した。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

B

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・入居に伴う空家修繕年間実
施想定戸数を達成している
か確認する。
当該戸数を下回った場合
は、その事情について確認
する。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①府からの問合せに速やかに回答
すること。②貴府からの指示に従っ
た業務を行うこと。③電話・窓口等の
問合せに丁寧かつ速やかに対応す
ること。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：60戸　実績：10戸

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は60戸、実績は
10戸であり、今後、募集する住戸数
を増加するなど入居促進に努めてい
ることを確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

評価項目
評価基準

（確認内容）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・大東朋来（大東朋来地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①退去の相談があった場合、必要な
指導を丁寧に行うこと。②退去手続
きに関し必要な指導、確認、検査を
行うこと。③誤りなく退去精算を行う
こと。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①退去の相談があった場合、必要な
指導を丁寧に行うこと。②退去手続
きに関し必要な指導、確認、検査を
行うこと。③誤りなく退去精算を行う
こと。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
その申請に対する承認等については
公営住宅法、同法施工例、同法施行
規則、大阪府営住宅条例及び規則、
取扱基準等に基づき行うこと。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
その申請に対する承認等については
公営住宅法、同法施工例、同法施行
規則、大阪府営住宅条例及び規則、
取扱基準等に基づき行うこと。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①常に注意を払い、実態調査に努め
ること。②入居者等への指導及び府
への報告等必要な措置を講ずること
③法的措置等、府の指示に従うこ
と。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①常に注意を払い、実態調査に努め
ること。②入居者等への指導及び府
への報告等必要な措置を講ずること
③法的措置等、府の指示に従うこ
と。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①期限内に必要な帳票を貴府に提
出すること。②システムへ正確に入
力する等適切な作業を行うこと。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①期限内に必要な帳票を貴府に提
出すること。②システムへ正確に入
力する等適切な作業を行うこと。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①入居者に口座振替の利用促進を
行うこと。②府からの発送依頼に基
づき適切に納付書等を送付するこ
と。③現金事務取扱責任者を設ける
こと。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①入居者に口座振替の利用促進を
行うこと。②府からの発送依頼に基
づき適切に納付書等を送付するこ
と。③現金事務取扱責任者を設ける
こと。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①貴府が示す滞納フロー等に基づき
実施すること。②問合せ・苦情等につ
いて真摯に対応すること。③適切に
対応し、報告すべきは報告すること。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①貴府が示す滞納フロー等に基づき
実施すること。②問合せ・苦情等につ
いて真摯に対応すること。③適切に
対応し、報告すべきは報告すること。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

指定管理者の自己評価　年間

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)

管財・大東朋来（大東朋来地区）－Ｐ36/110



○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①期限内に収入申告書等必要書類
を送付すること。②手続きに関して必
要な指導等適切な対応を図ること。
③期限内に必要な作業を完了するこ
と。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①期限内に収入申告書等必要書類
を送付すること。②手続きに関して必
要な指導等適切な対応を図ること。
③期限内に必要な作業を完了するこ
と。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①入居者から申請があった場合、適
切な必要書類を徴求すること。②期
限内に適切に処理すること。③正確
にシステム入力をすること。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①入居者から申請があった場合、適
切な必要書類を徴求すること。②期
限内に適切に処理すること。③正確
にシステム入力をすること。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年2月4日（立入検査）

管財・大東朋来（大東朋来地区）－Ｐ37/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・大東朋来（大東朋来地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：23件（うち立入り検査：0
件）  ※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：234件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
100%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応し、その他
の苦情、問合せについてはその状況
を把握した上で適切に対応すること。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
大阪府営住宅電波障害対策施設取
扱基準により適切に対応し、その他
の苦情、問合せについてはその状況
を把握した上で適切に対応すること。

A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

施設管理に
関する業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

管財・大東朋来（大東朋来地区）－Ｐ38/110



○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①駐車場施設の状況確認し必要に
応じて修繕を行うこと。②貴府と協議
した上で別途費用の範囲で修繕を行
うこと。

A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①駐車場施設の状況確認し必要に
応じて修繕を行うこと。②貴府と協議
した上で別途費用の範囲で修繕を行
うこと。

A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・大東朋来（大東朋来地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①巡回等を行い適正に維持管理を
行うこと。②用地管理に伴い,市町及
び関係官署との協議の補助を行うこ
と。③適宜貴府に報告すること。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①巡回等を行い適正に維持管理を
行うこと。②用地管理に伴い,市町及
び関係官署との協議の補助を行うこ
と。③適宜貴府に報告すること。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①土地境界協議、土地の使用許可、
土地貸付、運行承諾、工事施工承諾
等に係る相談、協議、現地調査、申
請受付を行うこと。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①土地境界協議、土地の使用許可、
土地貸付、運行承諾、工事施工承諾
等に係る相談、協議、現地調査、申
請受付を行うこと。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①貴府許可決定後、許可書等を申
請者に交付し申請書等及び添付書
類を保管すること。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A

業務仕様書に基づき、主に以下の点
に留意し行っている。
①貴府許可決定後、許可書等を申
請者に交付し申請書等及び添付書
類を保管すること。

A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・村野（村野地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

事業計画予定の６名に対し、セン
ター長1名、施設保全担当１名、募
集・事務管理担当２名、巡回員３名
（内、２名は週３日勤務）の計７名を
配置しており、特に問題はありませ
ん。

Ａ
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A

事業計画予定の６名に対し、セン
ター長1名、施設保全担当１名、募
集・事務管理担当２名、巡回員３名
（内、２名は週３日勤務）の計７名を
配置しており、特に問題はありませ
ん。

Ａ
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

個人情報保護研修については、
JPAC個人情報取扱従事者更新研修
を年度中に実施予定（1名は新規受
講）。また、10月にプライバシーマー
ク年次教育を実施予定。

Ａ

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

個人情報保護研修については、
JPAC個人情報取扱従事者更新研修
を年度中に更新月度毎に実施中。新
規受講1名は１１月に取得。

Ａ

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

問題なく人員確保できている（日本管
財管轄の寝屋川管理センターに1級
建築士・2級施工管理士各1名を配置
し、３センターの業務を集約して兼務
している）。

Ａ
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A

問題なく人員確保できている（日本管
財管轄の寝屋川管理センターに1級
建築士・2級施工管理士各1名を配置
し、３センターの業務を集約して兼務
している）。

Ａ
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

適切に承認を受けている（外部委託
先に大阪府暴力団排除条例に基づ
いた誓約書の提出を求めるか、また
は外部委託契約書の中に暴力団排
除に関する条項を盛り込んだもので
契約締結した上で、事前に承認を受
けている）。

Ａ

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A

適切に承認を受けている（外部委託
先に大阪府暴力団排除条例に基づ
いた誓約書の提出を求めるか、また
は外部委託契約書の中に暴力団排
除に関する条項を盛り込んだもので
契約締結した上で、事前に承認を受
けている）。

Ａ

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

遵守を徹底している（毎年最低1回、
外部委託先の責任者を日本管財管
轄の寝屋川管理センターに集め、研
修を実施しその中で必ず協定書の遵
守のための確認を行っている）。

Ａ

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A

遵守を徹底している（毎年最低1回、
外部委託先の責任者を日本管財管
轄の寝屋川管理センターに集め、研
修を実施しその中で必ず協定書の遵
守のための確認を行っている）。

Ａ

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

適宜、実施・報告している（年1回社
内の内部監査を実施し、各業務の点
検表に基づき確認の上、適宜、報告
を行っている。また、貴府で実施され
る年2回のモニタリング前に各業務の
点検実施を再確認している）。

Ａ

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A

適宜、実施・報告している（年1回社
内の内部監査を実施し、各業務の点
検表に基づき確認の上、適宜、報告
を行っている。また、貴府で実施され
る年2回のモニタリング前に各業務の
点検実施を再確認している）。

Ａ

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

 人員体制

評価項目
評価基準

（確認内容）

外部委託

評価
（S～C）

評価
（S～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

評価
（S～C）

施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)
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個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

マニュアル整備、研修等、継続的に
対策を講じている（毎年、全員に
JPAC個人情報取扱従事者研修を実
施したうえで、朝礼、および勉強会を
実施している。また、プライバシー
マーク年次教育を行い確認のテスト
を行っている）。

Ａ

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

マニュアル整備、研修等、継続的に
対策を講じている（毎年、全員に
JPAC個人情報取扱従事者研修を実
施したうえで、朝礼、および勉強会を
実施している。また、プライバシー
マーク年次教育を行い確認のテスト
を行っている）。

Ａ

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

連絡体制は整備され確保されている
（緊急時のマニュアルを作成し各職
員に説明のうえ配布している。その
中には参集基準を設けている。また
緊急時の役割分担、社員の連絡体
制、業者連絡先を整備し、いつ発生
するか分からない非常時を想定して
備えている）。

Ａ

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

連絡体制は整備され確保されている
（緊急時のマニュアルを作成し各職
員に説明のうえ配布している。その
中には参集基準を設けている。また
緊急時の役割分担、社員の連絡体
制、業者連絡先を整備し、いつ発生
するか分からない非常時を想定して
備えている）。

Ａ

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

マニュアル整備および周知できてい
る（緊急時の役割分担については、
ミーティング、朝礼等でマニュアルの
内容を説明した上で確認している）。

Ａ

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施予定
であることを確認でき、適切であっ
た。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A

マニュアル整備および周知できてい
る（緊急時の役割分担については、
ミーティング、朝礼等でマニュアルの
内容を説明した上で確認している）。

Ａ

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

問題なくできている（システム運用者
を定め、事前に府に報告を行った上
で、システムを運用している者が特
定出来る体制を堅持している）。

Ａ
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

問題なくできている（各職員へミー
ティング、朝礼等で個人情報書類の
取り扱いや整理整頓、保管場所の特
定等、個人情報保護に留意するよう
徹底している）。

Ａ

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

問題なくできている（貴府に適宜提出
し、適切に保管している。可能な限り
紙媒体の保管を避け、データで管理
を行っている。またデータ管理場所も
フォルダ毎に適切に整備保管に努め
ている）。

Ａ

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A

問題なくできている（貴府に適宜提出
し、適切に保管している。可能な限り
紙媒体の保管を避け、データで管理
を行っている。またデータ管理場所も
フォルダ毎に適切に整備保管に努め
ている）。

Ａ

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

問題なくできている（業務仕様書を常
に即時取り出せる場所に保管し、業
務を行う際は容易に確認が出来るよ
う心掛けている。また会議に出席す
る場合、可能な限り事前に必要な資
料を提供している）。

Ａ

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

問題なくできている（業務仕様書を常
に即時取り出せる場所に保管し、業
務を行う際は容易に確認が出来るよ
う心掛けている。また会議に出席す
る場合、可能な限り事前に必要な資
料を提供している）。

Ａ

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している（苦情処理が発生し
た場合、対応後、管理簿に記録し、
朝礼、ミーティング等で全職員に周
知し再発防止に努めている）。

Ａ

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している（苦情処理が発生し
た場合、対応後、管理簿に記録し、
朝礼、ミーティング等で全職員に周
知し再発防止に努めている）。

Ａ

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、S
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ（50％以上80％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

毎年実施の入居者・自治会アンケー
トの結果は良好で妥当である。また、
アンケートでご指摘を受けた改善す
べき点は、改善するよう努めている。

Ａ

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９５．
２％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５２．２％）

S ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 S

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

適宜、是正策を実施し、その結果は
妥当である。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
適宜、是正策を実施し、その結果は
妥当である。 Ａ

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

コロナ禍の影響により自主事業を保
留している以外、適宜、実施してお
り、サービス水準の向上に寄与して
いる。

Ａ

・「BGMの活用」、「きずな電話」等が
既に実施されており、今後も計画的
に自主提案事業が見込まれているこ
とが確認でき、適切であった。

A

コロナの影響により自主事業を保留
している以外、適宜、実施しており、
サービス水準の向上に寄与してい
る。

Ａ

・第１四半期に引き続き「BGMの活
用」等が実施され、加えて、「職員の
スキルアップのための研修実施」も
既に実施され、今後も計画的に自主
提案事業が見込まれていることが確
認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

空家修繕単価が予定単価を上回っ
ており、また、一昨年度の火災の対
応、施設自体の老朽化による修繕件
数、修繕金額の増加傾向であり、予
断を許さない状況ではある。

Ａ

・収支状況については６月末現在
で、赤字であるが、空家修繕単価が
予定単価を上回っていることに加え
て、一昨年度の火災対応等による修
繕費の増加であることが確認でき
た。また赤字については、法人全体
の収支からすると、本事業の赤字は
十分賄えるものであり、事業の継続
性については問題がないことを確認
でき、適正であると判断した。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A

空家修繕単価が予定単価を上回っ
ており、また、一昨年度の火災の対
応、施設自体の老朽化による修繕件
数、修繕金額の増加傾向であり、予
断を許さない状況ではある。

Ａ

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

会社全体としては分析指標において
異常値は見られず、管理運営の効率
性、安定性に関して問題はないと考
えている。

Ａ

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）【売上総利益÷総資
本（２期平均）×100】を確認したとこ
ろ、28.157％であることが確認でき、
適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

直近3年間の決算状況においても収
益性、安定性に問題はないと考えて
いる。

Ａ

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）【経常利益÷売上高×
100】を確認したところ、5.1％であり、
効率的に利益をあげていることが確
認でき、適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）【自己資本÷総資本×100】
を確認したところ、68.325％であり、
企業に安定性があることが確認で
き、適切であった。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

2021年11月17日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年1月27日

村野管理センターにて状況を聴取

■評価基準
B(ほぼ良好)
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・村野（村野地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て事務を行っている（主に以下の点
に留意し行っている。①府からの指
導に基づき対応、報告すること。②
入居決定、入居説明、入居の業務を
丁寧かつ速やかに行うこと。③関連
書類を適切に保管すること）。

Ａ

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、入居説明会時に中国語
音声ガイダンスを行うなど、対応がで
きていることが確認でき、適切であっ
た。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て事務を行っている（主に以下の点
に留意し行っている。①府からの指
導に基づき対応、報告すること。②
入居決定、入居説明、入居の業務を
丁寧かつ速やかに行うこと。③関連
書類を適切に保管すること）。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、入居説明会時に中国語
音声ガイダンスを行うなど、対応がで
きていることが確認でき、適切であっ
た。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.00％（20件中、0件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。
　または、今後取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

定期報告等及びヒアリングにより確認 村野管理センターにて状況を聴取
2021年11月17日 2022年1月27日

B

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て事務を行っている（主に以下の点
に留意し行っている。①府からの問
合せに速やかに回答すること。②貴
府からの指示に従った業務を行うこ
と。③応募者等の電話・窓口等の問
合せに丁寧かつ速やかに対応するこ
と）。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：60戸、累計募集：58戸、累計修
繕実績：21戸

今年度、総合募集で58戸（12月総合
募集まで）を募集し、更に昨年度12
月及び2月募集で計34戸募集し、随
時募集を含めて延べ100戸以上募集
した。また、応募増の施策として、
ホームページでの情報掲示、応募相
談者への周辺情報等の住戸環境の
丁寧な説明を継続的に注力した。し
かし残念ながら12月末時点で未達の
状況である。
未達の主な原因については、築50年
以上の古い住戸のため、若い世代に
は特に人気がない他、バス路線が無
いため公共交通機関利用としては不
便な立地であること等が考えられ、
指定管理者では対応不可事項であ
るため、今後も継続して上述のとお
り、丁寧な説明と迅速な対応を行う
が、更に以下の対応の実施を検討し
てまいる。
・社会福祉協議会・管轄包括支援セ
ンター等の施設に募集冊子を設置
・枚方市役所の窓口封筒に募集広告
を掲載

辞退率：R2　65.2％　⇒　R3　40.7％
（12月末時点）

B

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は60戸、実績は
21戸であった。今後、年間実施想定
戸数の達成が困難ということであっ
たが、課題解決に向けての取り組み
が見込まれることを確認した。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

B

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・入居に伴う空家修繕年間実
施想定戸数を達成している
か確認する。
当該戸数を下回った場合
は、その事情について確認
する。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て事務を行っている（主に以下の点
に留意し行っている。①府からの問
合せに速やかに回答すること。②貴
府からの指示に従った業務を行うこ
と。③応募者等の電話・窓口等の問
合せに丁寧かつ速やかに対応するこ
と）。

入居に伴う空家修繕戸数
計画：60戸、累計募集：18戸、累計修
繕実績：12戸

Ａ

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・当初計画時の入居に伴う空家修繕
年間実施想定戸数は60戸、実績は
12戸であった。想定よりも実績が少
なかったということであったが、課題
解決に向けての取り組みが見込まれ
ることを確認した。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価項目

評価基準
（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 B

・その他の期のとおり。

・入居に伴う空家修繕戸数（見込み）
計画：60戸　実績：28戸

B
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・村野（村野地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て事務を行っている（主に以下の点
に留意し行っている。①退去の相談
があった場合、必要な指導を丁寧に
行うこと。②退去手続きに関し必要な
指導、確認、検査を行うこと。③誤り
なく退去精算を行うこと）。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て事務を行っている（主に以下の点
に留意し行っている。①退去の相談
があった場合、必要な指導を丁寧に
行うこと。②退去手続きに関し必要な
指導、確認、検査を行うこと。③誤り
なく退去精算を行うこと）。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している（以下の点を前提に
業務を行っている。
・申請に対する承認等については公
営住宅法、同法施行例、同法施行規
則、大阪府営住宅条例及び規則、取
扱基準等に基づき行うこと）。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している（以下の点を前提に
業務を行っている。
・申請に対する承認等については公
営住宅法、同法施行例、同法施行規
則、大阪府営住宅条例及び規則、取
扱基準等に基づき行うこと）。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している（主に以下の点に留
意し行っている。①常に注意を払い、
実態調査に努めること。②入居者等
への指導及び府への報告等必要な
措置を講ずること③法的措置等、府
の指示に従うこと）。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て対応している（主に以下の点に留
意し行っている。①常に注意を払い、
実態調査に努めること。②入居者等
への指導及び府への報告等必要な
措置を講ずること③法的措置等、府
の指示に従うこと）。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①期限内に必要な申
請・帳票等を貴府に提出すること。②
システムへ正確に入力する等適切な
作業を行うこと）。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①期限内に必要な申
請・帳票等を貴府に提出すること。②
システムへ正確に入力する等適切な
作業を行うこと）。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①入居者に口座振替
の利用促進を行うこと。②府からの
発送依頼に基づき適切に納付書等
を送付すること。③現金事務取扱責
任者を設けること）。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①入居者に口座振替
の利用促進を行うこと。②府からの
発送依頼に基づき適切に納付書等
を送付すること。③現金事務取扱責
任者を設けること）。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①貴府が示す滞納フ
ロー等に基づき実施すること。②問
合せ・苦情等について真摯に対応す
ること。③適切に対応し、適宜報告す
ること）。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①貴府が示す滞納フ
ロー等に基づき実施すること。②問
合せ・苦情等について真摯に対応す
ること。③適切に対応し、適宜報告す
ること）。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

指定管理者の自己評価　年間

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)
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○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①期限内に収入申告
書等必要書類を送付すること。②手
続きに関して必要な指導等適切な対
応を図ること。③期限内に必要な作
業を完了すること）。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①期限内に収入申告
書等必要書類を送付すること。②手
続きに関して必要な指導等適切な対
応を図ること。③期限内に必要な作
業を完了すること）。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①入居者から申請が
あった場合、適切な必要書類を徴求
すること。②期限内に適切に処理す
ること。③正確にシステム入力をする
こと）。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①入居者から申請が
あった場合、適切な必要書類を徴求
すること。②期限内に適切に処理す
ること。③正確にシステム入力をする
こと）。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

.

■評価基準 B(ほぼ良好)

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年2月1日（立入検査）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・村野（村野地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：21件（うち立入り検査：0
件）  ※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：134件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
100%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（以下の点を前提に業
務を行っている。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

施設管理に
関する業務

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
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○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①駐車場施設の状況確認し必要に
応じて修繕を行うこと。②貴府と協議
した上で別途費用の範囲で修繕を行
うこと）

A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①駐車場施設の状況確認し必要に
応じて修繕を行うこと。②貴府と協議
した上で別途費用の範囲で修繕を行
うこと）

A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】管財・村野（村野地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①巡回等を行い適正
に維持管理を行うこと。②用地管理
に伴い,市町及び関係官署との協議
の補助を行うこと。③適宜貴府に報
告すること）。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。①巡回等を行い適正
に維持管理を行うこと。②用地管理
に伴い,市町及び関係官署との協議
の補助を行うこと。③適宜貴府に報
告すること）。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
・土地境界協議、土地の使用許可、
土地貸付、運行承諾、工事施工承諾
等に係る相談、協議、現地調査、申
請受付を行うこと）。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
・土地境界協議、土地の使用許可、
土地貸付、運行承諾、工事施工承諾
等に係る相談、協議、現地調査、申
請受付を行うこと）。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
・貴府許可決定後、許可書等を申請
者に交付し申請書等及び添付書類
を保管すること）。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
・貴府許可決定後、許可書等を申請
者に交付し申請書等及び添付書類
を保管すること）。

A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

Ｓ（優良） ○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
A（良好） ○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
　その課題について、指定管理者において解決に向けて取り組んでいる、
　または、今後の取り組みが見込まれる。

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

■評価基準 B(ほぼ良好)

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
評価

（S～C）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・千里（北摂①地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

事業計画・業務仕様書に即し、人員
を過不足なく適切に配置している。 A

・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
事業計画・業務仕様書に即し、人員
を過不足なく配置している。 A

・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

状況を注視しながら、例年通り、10月
頃に個人情報保護研修等を含む研
修を行う予定。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

新型コロナウイルス感染症対策を踏
まえ、10月下旬から学習管理システ
ムを利用して、個別学習型の研修を
実施。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

必要な資格を有する人員が在籍し、
業務を行っている。 A

・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況を
確認でき、適切であった。

A
必要な資格を有する人員が在籍し、
業務を行っている。 A

・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況を
確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実績
一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

外部委託の内容は、事前に府の承認
を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A 外部委託の内容は、事前に府の承認
を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人情
報の保護や暴力団員の排除
の条項等を確認する。

契約書等において、秘密保持義務及
び反社会勢力の排除に関する事項を
規定しており、個人情報の保護や暴
力団員の排除を遵守させている。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A

契約書等において、秘密保持義務及
び反社会勢力の排除に関する事項を
規定しており、個人情報の保護や暴
力団員の排除を遵守させている。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

消防設備点検などの法令点検状況を
報告するなど、法令、条例等に基づき
業務を遂行している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
消防設備点検などの法令点検状況を
報告するなど、法令、条例等に基づき
業務を遂行している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

 人員体制

外部委託

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　年間

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間
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個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、他
の用途への流用等の事故防
止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

個人情報取り扱いマニュアルを作成
するとともに、個人情報保護の重要
性について、職員研修を行うなど事
故防止に向け対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の実
施・個人情報管理簿の整備等が行わ
れており、適切に運用されていること
が確認でき、適切であった。

A

個人情報取り扱いマニュアルを作成
するとともに、個人情報保護の重要
性について、職員研修を行うなど事
故防止に向け対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の実
施・個人情報管理簿の整備等が行わ
れており、適切に運用されていること
が確認でき、適切であった。

A

2022年1月末に、入居予定者から提
出のあった個人情報を含む審査書類
を確認しようとした際に、鍵付きキャ
ビネット内に見つからず、捜索を行っ
たが、発見に至らなかった。
個人情報取扱マニュアルの改定を行
い、全職員に周知、個人情報保護の
重要性について、あらためて職員研
修を行った。
また、管理簿による審査書類の管理
を行うこととした。（Ｒ4.2.8より運用開
始）

B+

・2022年１月末に個人情報が記載さ
れた書類を紛失する事案があった
が、その後、今後の再発防止を図る
ための業務改善措置が講じられたこ
とを確認した。

B+

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

緊急対応マニュアルや緊急連絡網の
整備、入居者への緊急連絡センター
の周知など、迅速な現場対応ができ
る取り組みを行っている。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

緊急対応マニュアルや緊急連絡網の
整備、入居者への緊急連絡センター
の周知など、迅速な現場対応ができ
る取り組みを行っている。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への周
知文書、防災訓練の実施に
関する資料により、「事業計
画書」どおり実施されている
か確認する。

緊急対応マニュアルや緊急連絡網を
整備し、職員に周知している。 A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施予定
であることを確認でき、適切であっ
た。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A 緊急対応マニュアルや緊急連絡網を
整備し、職員に周知している。 A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロナ
の影響で実施できていないが、状況
が落ち着けば実施予定であることを
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システム運用者は、事前に府に届け
ている人物に限っている。 A

・システム運用者は、事前に府に届け
出ている人物に限っており、適切で
あった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

情報セキュリティに関するシステム運
用ルールを整備し、運用している。 A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

業務報告書を毎月報告している。業
務日誌等を適切に整備し、保管して
いる。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
業務報告書を毎月報告している。業
務日誌等を適切に整備し、保管して
いる。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するとともに、
会議等における府からの指
示事項の遂行状況を確認す
る。

業務の実施体制は組織図どおりに
なっている。また、検討会議等には常
に出席し、府からの指示事項を遂行
している。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府から
の指示事項等を遂行していることが
確認でき、適切であった。

A

業務の実施体制は組織図どおりに
なっている。また、検討会議等には常
に出席し、府からの指示事項を遂行
している。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府から
の指示事項等を遂行していることが
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

日常業務において、住民その他関係
機関からの苦情・要望・問合せに関
し、実態把握・指導・対応を適切に
行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

日常業務において、住民その他関係
機関からの苦情・要望・問合せに関
し、実態把握・指導・対応を適切に
行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施され
ているかどうか、報告により
確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、ＡＡ
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ＋（70％以上80％未満）、Ｂ
（60％以上70％未満）、Ｂ－
（50％以上60％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

10月にアンケートを実施。入居者アン
ケートの回収率が50%を切っているも
のの、入居者・自治会共、普通以上
の評価を90%以上を頂いた。

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④修
繕の４つの項目について、それぞれ
の項目で「普通」以上と回答したもの
を加重計算により平均値を算出した。

・結果、入居者アンケートでは、９３．
７％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率４５．１％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

管理運営会議等には常に出席し、府
からの指示事項等を遂行している。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A 管理運営会議等には常に出席し、府
からの指示事項等を遂行している。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主事
業が適切に実施され、サービ
ス水準の向上に寄与してい
る。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

「声掛け活動」「指定管理者用施設賠
償責任保険の加入」等すでに実施し
ており、サービス水準の向上に寄与
している。

A

・「接遇向上委員会」、「高齢者への
声掛け活動の継続実施」等が既に実
施されており、今後も計画的に自主
提案事業が見込まれていることが確
認でき、適切であった。

A

「声かけ活動」「指定管理者用施設賠
償責任保険の加入」等すでに実施し
ており、サービス水準の向上に寄与
している。

A

・第一四半期に引き続き「高齢者への
声掛け活動」等が実施され、コロナの
影響で一部計画どおり実施できてい
ないものがあるものの、今後も計画
的に自主提案事業が見込まれている
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりであるか
確認する。

収支状況については、6月末現在黒
字であり、適切であると評価できる。 A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と同
額であることが確認でき、適切であっ
た。

A 収支状況については、第3四半期は
黒字であり適切であると評価できる。 A

・収支状況については１２月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と同
額であることが確認でき、適切であっ
た。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第１四半期及びその他の期ともに適

切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ３）
【売上総利益÷総資本（２期
平均）×100】により、法人の
効率性・安定性が適切かどう
か確認する。

経営状況分析指標の総資本売上総
利益率(×3)は1.3%であり適切であ
る。

A
・経営状況分析指標の総資本売上総
利益率（Ｘ３）は1.30％であることが確
認でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、法
人の「収益性」と「安定性」の
確認を行う。（過去３年間の
決算状況により判断する。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

経営状況分析指標の売上高経常利
益率(×4)は8.76%であり、効率的に利
益をあげている。
経営状況分析指標の自己資本比率
(×6)は27.48%であり、企業に安定性
がある。
過去三年間の決算書から収支状況を
あわせて確認したが、収支には問題
がない。

A

・経営状況分析指標の売上高経常利
益率（Ｘ４）は8.76％であり、効率的に
利益をあげていることが確認でき、適
切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比率
（Ｘ６）は27.48％であり、企業に安定
性があることが確認でき、適切であっ
た。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）

A（良好）

B-(ほぼ良好)

C（要改善）

2021年11月17日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年1月31日

千里管理センターにて状況を聴取

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○課題解決に向けた取り組みに着手していない。

○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・千里（北摂①地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、立
入検査等において、改善報
告を提出させ、改善が見込ま
れるか確認する。

入居説明会時などの機会に丁寧な
説明を行い、入居に際してのトラブ
ルを防ぐとともに、必要書類等の速
やかな提出を促している。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できてい
ることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）も
作成され、対応ができていることが確
認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

入居説明会時などの機会に丁寧な
説明を行い、入居に際してのトラブ
ルを防ぐとともに、必要書類等の速
やかな提出を促している。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できてい
ることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）も
作成され、対応ができていることが確
認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シス
テム」による入居審査差戻し率が
10％未満の1.02％（294件中、3件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年数
を考慮しているか等その選定
方法が適切かどうかを確認す
る。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

年6回の総合募集に対し、ウェブサイ
トでの募集案内や抽選結果の掲載
等、入居希望者への情報提供を行っ
ている。また、応募割れ、さらに応募
割れの募集事務に加え、特公賃の募
集や住宅替にも対応している。

2021年11月17日 2022年1月31日

評価項目
指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)

定期報告等及びヒアリングにより確認 千里管理センターにて状況を聴取

A ・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。 Ａ

年6回の総合募集に対し、ウェブサイ
トでの募集案内や抽選結果の掲載
等、入居希望者への情報提供を行っ
ている。また、応募割れ、さらなる応
募割れの募集事務に加え、特公賃の
募集や住宅替にも対応している。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であり、
住戸が適切に募集候補とされている
ことが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っていること
も確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認でき、
適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であり、
住戸が適切に募集候補とされている
ことが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っていること
も確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価基準
（確認内容）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・千里（北摂①地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

「住宅返還届」「還付請求書」につい
て、業務仕様書に即した手順で事務
を行っている。

A

「住宅返還届」、「還付請求書」につい
て、業務仕様書に即した手順で事務
を行っていることが確認でき、また、
名義人が死亡した住宅の処理につい
て府の指示どおり事務を行っており、
適切であった。

A
「住宅返還届」「還付請求書」につい
て、業務仕様書に即した手順で事務
を行っている。

A

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行わ
れていることが確認でき、適切であっ
た。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に基
づいた適切な審査を経て府
に提出されているか確認す
る。

「同居承認」「保証人変更」などの申
請書について、業務仕様書や事務マ
ニュアルに即した審査を行っている。

A

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行ってい
ることが確認でき、適切であった。

A
「同居承認」「保証人変更」などの申
請書について、業務仕様書や事務マ
ニュアルに即した審査を行っている。

A

立入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、審査中の案件は状
況に応じて仕分け整理されており、審
査後の書類も月別に整理・保管さ
れ、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり事務が行われていることが確
認でき、適切であった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A
第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把握
に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

地位承継不可者等にはリストを作成
し退去指導を行うなど、入居者の維
持保管義務に違反する行為に対し、
適切に対応している。

A

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

地位承継不可者等にはリストを作成
し退去指導を行うなど、入居者の維
持保管義務に違反する行為に対し、
適切に対応している。

A

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を通
じ、審査事務等が適切に処理
されているかどうか確認す
る。

家賃減免・収入更生等の書類等につ
いて業務仕様書どおり審査事務を
行っている。

A

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行ってい
ることが確認できた。疑義がある場合
等は必要に応じて府と協議して解決
しており、適切であった。

A
家賃減免・収入更生等の書類等につ
いて業務仕様書どおり審査事務を
行っている。

A

立入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、審査中の案件は状
況に応じて仕分け整理されており、審
査後の書類も月別に整理・保管さ
れ、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり事務が行われていることが確
認でき、適切であった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

口座振替手続き、納入通知書の送付
及び現金出納について、毎月定期報
告を行うとともに、業務仕様書どおり
の業務を実施している。

A

府に毎月行っている報告どおり、シス
テムにも入力されており、業務仕様書
のとおり業務を実施していることが確
認でき、適切であった。

A

口座振替手続き、納入通知書の送付
及び現金出納について、毎月定期報
告を行うとともに、業務仕様書どおり
の業務を実施している。

A

府に毎月行っている報告どおり、シス
テムにも入力されており、業務仕様書
のとおり業務を実施していることが確
認でき、適切であった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

府から提供される滞納者情報に基づ
く滞納対策について、業務仕様書通
りの事務を行っている。

A

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
府から提供される滞納者情報に基づ
く滞納対策について、業務仕様書通
りの事務を行っている。

A

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A
第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)
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○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

収入申告書の書類提出から意見申
出に至る一連の業務について、業務
仕様書どおりの事務を行っている。

A

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指定
管理者が書類審査し、その内容をパ
ンチカードに記録して府に送付する。
府の指示どおり業務が行われている
ことが確認でき、適切であった。

A
収入申告書の書類提出から意見申
出に至る一連の業務について、業務
仕様書どおりの事務を行っている。

A

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、未
申告者対応、意見申出に至るまでの
一連の流れについて、業務仕様書及
び事務マニュアルのとおり事務が行
われていることが確認できた。立入検
査の際、書類等の保管状況を確認し
たところ、状況に応じて仕分け整理さ
れていることが確認でき、適切であっ
た。
また、マイナンバーによる収入申告の
受付業務について、協定書のとおり
「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認す
るとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

「収入更生申請書」等の関係書類に
ついて、業務仕様書どおりの審査を
行っている。

A

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A
「収入更生申請書」等の関係書類に
ついて、業務仕様書どおりの審査を
行っている。

A

立入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認できた。不
備がある場合は書面で不足書類の
提出を促すほか、可能な限り電話で
の案内も行っていることが確認でき、
適切であった。

A 第１四半期及びその他の期のとおり。 A
第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年1月27日（立入検査）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・千里（北摂①地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意し
行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこと。
②修繕の負担区分については丁寧
に説明すること。③早期対応を図るこ
と）。

A

○工事関係書類及び写真により施工
状況を確認するとともに、その場で対
象を指定し現場への立ち入り検査を
行った結果、一般（緊急・空家）修繕
実施基準等に基づき修繕が行われて
おり、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A 緊急・空家修繕について、修繕実施
基準等に基づき修繕を行っている。 A

○工事関係書類及び写真により施工
状況を確認するとともに、その場で対
象を指定し現場への立ち入り検査を
行った結果、一般（緊急・空家）修繕
実施基準等に基づき修繕が行われて
おり、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：263件（うち立入り検査：
8件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,557件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
94.0%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意し
行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
保守点検については、業務仕様書に
基づく点検回数、点検内容を実施し
ている。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ○第１四半期及びその他の期ともに

適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

取扱基準に基づき適切に管理を行っ
ている。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による対
応については、特に問題なく適切で
あった。

A 取扱基準に基づき適切に管理を行っ
ている。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による対
応については、特に問題なく適切で
あった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ○第１四半期及びその他の期ともに

適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継ぎ
の際に、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

大阪府との引継ぎ会議及び現場引継
ぎにより、自治会への物品の引継ぎ
及び説明などを適切に行っている。

A

○自治会へ物品の引継ぎ及び説明
を適切に行っており、良好である。
○入居者からのかし補修依頼の受領
及び府への報告を遅滞なく行ってお
り、良好である。
・豊中新千里北住宅

A ・その他の期のとおり。 A ○その他の期において適切であっ
た。 A

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理業
務を通じて生じる修繕履歴、点検結
果等の各種データをデータベース化
し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
修繕履歴、点検結果等のデータにつ
いて、府からのデータ要求等に対応
できるよう整理を行っている。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ○第１四半期及びその他の期ともに

適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

住戸内バリアフリー化事業等、自治
会及び入居者との円滑な調整を行
い、計画的に業務を遂行している。

A
○自治会及び入居者との調整も円滑
で、計画的に業務を執行しており、適
切であった。

A
住戸内バリアフリー化事業等、自治
会及び入居者との円滑な調整を行
い、計画的に業務を遂行している。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ○第１四半期及びその他の期ともに

適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

公社・千里（北摂①地区）－Ｐ58/110



○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意し
行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこと。
②貴府所定の基準により適否を審査
し報告すること。③必要な書類を交付
する）。

A ○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であった。 A 事務マニュアルに基づき、入居者へ

の利用承認業務を行っている。 A ○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であった。 A ・第１四半期及びその他の期のとお

り。 A ○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締り
等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

迷惑駐車への対応、車庫証明の発行
等適切に実施している。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の発
行等、適切に実施しており、適切で
あった。

A 迷惑駐車への対応、車庫証明の発行
等適切に実施している。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の発
行等、適切に実施しており、適切で
あった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ○第１四半期及びその他の期ともに

適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

公社・千里（北摂①地区）－Ｐ59/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・千里（北摂①地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等の
対応・処理状況について、平
素の業務施行状況及びヒアリ
ング等を通じて、適切に処理
されているかどうか確認す
る。

府営住宅敷地に係る問合せ等があっ
た場合、土地調査を行ったうえで、事
案に応じた対応を行っている。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等があっ
た場合、土地調査を行なった上で事
案に応じた対応を行なうなど、適切で
あった。

A
府営住宅敷地に係る問合せ等があっ
た場合、土地調査を行ったうえで、事
案に応じた対応を行っている。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等があっ
た場合、土地調査を行なった上で事
案に応じた対応を行なうなど、適切で
あった。

A ・第１四半期及びその他の期のとおり A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどうか
確認する。

各種申請書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
各種申請書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとおり A 第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

各種許可書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が記
録簿等により管理され、遅滞なく申請
者への交付が行なわれており、適切
であった。

A
各種許可書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

A

各種許可書等の受理日、交付日が記
録簿等により管理され、遅滞なく申請
者への交付が行なわれており、適切
であった。

A ・第１四半期及びその他の期のとおり A
第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

公社・千里（北摂①地区）－Ｐ60/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急　高槻（北摂②地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括1名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ15名・施設管理スタッフ6
名・巡回管理員12名・合計37名配
置。

A
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括1名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ15名・施設管理スタッフ6
名・巡回管理員14名・合計39名配
置。

A
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

2級建築士2名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A 2級建築士2名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

令和3年3月31日・4月1日・5月21日、
貴府承認済み。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
令和3年3月31日・4月1日・5月21日、
貴府承認済み。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

評価項目
評価基準

（確認内容） 評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

 人員体制

外部委託

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ61/110



個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響により中止となったことが確
認でき、やむを得ない事情であった。

A

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練、11月25日
総合訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システム運用者は事前に貴府へ届
け出た者に限定し、変更の都度届
出。

A
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

情報セキュリティーに関する管理者
を定め、ルール・マニュアル等を整備
して運用。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

府営住宅管
理システム
の運用

緊急対応
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。
・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、ＡＡ
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ＋（70％以上80％未満）、Ｂ
（60％以上70％未満）、Ｂ－
（50％以上60％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

貴府の指示に基づき10月に入居者
及び自治会長アンケートを実施。
アンケート回収率：入居者52.8％・自
治会長100％
普通以上の割合：92.6％

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９２．
６％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５２．８％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・「ふれあいサポート」の一部等が既
に実施されており、今後も計画的に
自主提案事業が見込まれていること
が確認でき、適切であった。

A

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・第一四半期に引き続き「ふれあい
サポート」の一部等が実施され、加え
て「LED照明への交換」などが既に実
施済であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

6月末現在では赤字であるが、年度
収支計画では黒字予定であり、事業
継続に影響無し。

A

・収支状況については６月末現在
で、赤字であるが、空家修繕工事の
修繕件数が、６月末までに多数集中
したことによる修繕費の増加であるこ
とが確認できた。また赤字について
は、法人全体の収支からすると、本
事業の赤字は十分賄えるものであ
り、事業の継続性については問題が
ないことを確認でき、適正であると判
断した。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
12月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し。 A

・収支状況については１２月末現在
黒字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。 A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は14.1％であることが
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。 A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は7.1％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は55.1％であり、企業に安定
性があることが確認でき、適切であっ
た。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）

A（良好）

B-(ほぼ良好)

C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○課題解決に向けた取り組みに着手していない。

○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。

2021年11月26日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年2月8日

高槻管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急　高槻（北摂②地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.33％（299件中、1件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

Ａ
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

定期報告等及びヒアリングにより確認 高槻管理センターにて状況を聴取

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。 Ａ

2021年11月26日 2022年2月8日

A

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。
また、住宅毎の代表間取図及び写真
付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。
また、住宅毎の代表間取図及び写真
付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ65/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急　高槻（北摂②地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

A

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

A

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 A

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 A

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

A

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

A

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

A

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

A

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

A

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

A

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

A

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

A

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ66/110



○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

A

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

A

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

A

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

A

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年2月3日（立入検査）

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ67/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急　高槻（北摂②地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書及び説明書、修繕実施
基準等に基づき修繕を実施。また、
実施状況を毎月の施設保全業務調
整会議にて報告。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：269件（うち立入り検査：
12件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,688件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
91.0%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
業務仕様書及び説明書、関係法令
等に基づき保守点検を実施。 A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
貴府の求めに応じ、必要となる修繕
履歴・点検結果等のデータ整理を実
施。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行しており、
適切であった。

A
実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ68/110



○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき利用承認業務を実施。 A

○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書等に基づき業務を実施。 A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A 業務仕様書等に基づき業務を実施。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ69/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急　高槻（北摂②地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

東急・高槻（北摂②地区）－Ｐ70/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・泉大津（泉州地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括2名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ25名・施設管理スタッフ8
名・巡回管理員18名・合計56名配
置。

A
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括2名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ25名・施設管理スタッフ8
名・巡回管理員18名・合計56名配
置。

A
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

1級建築士1名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A 1級建築士1名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

令和3年3月31日（文書逓送業務）・4
月1日（維持補修・委託等業務）・5月
21日（残置物分別・廃棄等）、貴府承
認済み。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A

令和3年3月31日（文書逓送業務）・4
月1日（維持補修・委託等業務）・5月
21日（残置物分別・廃棄等）、貴府承
認済み。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

 人員体制

外部委託

指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

東急・泉大津（泉州地区）－Ｐ71/110



個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。
10月29日　8月の入居説明会におい
て個人情報が記載された納付書を誤
交付した事が判明。再発防止策とし
て入居予定者の個別ファイル準備に
係るチェックリスト等を作成、研修に
より周知の上、11月より運用開始。

B+

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われていることが確認できた。
・個人情報が記載された納付書を誤
交付する事案があったが、その後、
今後の再発防止を図るための業務
改善措置が講じられたことを確認し
た。

B+
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 B+ ・その他の期のとおり。 B+

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練、11月25日
総合訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システム運用者は事前に貴府へ届
け出た者に限定し、変更の都度届
出。

A
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

情報セキュリティーに関する管理者
を定め、ルール・マニュアル等を整備
して運用。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、ＡＡ
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ＋（70％以上80％未満）、Ｂ
（60％以上70％未満）、Ｂ－
（50％以上60％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

貴府の指示に基づき10月に入居者
及び自治会長アンケートを実施。
アンケート回収率：入居者51.3％・自
治会長100％
普通以上の割合：93.0％

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９３.
０％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５１．３％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・「ふれあいサポート」の一部等が既
に実施されており、今後も計画的に
自主提案事業が見込まれていること
が確認でき、適切であった。

A

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・第一四半期に引き続き「ふれあい
サポート」の一部等が実施され、加え
て「LED照明への交換」などが既に実
施済であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

6月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し。 A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
12月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し。 A

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。 A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は14.1％であることが
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。 A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は7.1％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は55.1％であり、企業に安定
性があることが確認でき、適切であっ
た。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）

A（良好）

B-(ほぼ良好)

C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○課題解決に向けた取り組みに着手していない。

○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。

2021年11月26日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年2月4日

泉大津管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・泉大津（泉州地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.00％（633件中、0件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

定期報告等及びヒアリングにより確認 泉大津管理センターにて状況を聴取

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。 Ａ

2021年11月26日 2022年2月4日

A

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。
また、住宅毎の代表間取図及び写真
付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。また、住宅毎の代表間取図及
び写真付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月)
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・泉大津（泉州地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)
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○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年1月31日（立入検査）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・泉大津（泉州地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書及び説明書、修繕実施
基準等に基づき修繕を実施。また、
実施状況を毎月の施設保全業務調
整会議にて報告。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：440件（うち立入り検査：
12件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,688件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
93.2%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
業務仕様書及び説明書、関係法令
等に基づき保守点検を実施。 A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
貴府の求めに応じ、必要となる修繕
履歴・点検結果等のデータ整理を実
施。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行しており、
適切であった。

A
実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
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○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき利用承認業務を実施。 A

○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書等に基づき業務を実施。 A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A 業務仕様書等に基づき業務を実施。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・泉大津（泉州地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・泉北（堺市南区地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

事業計画・業務仕様書に即し、人員
を過不足なく配置している。 A

・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
事業計画・業務仕様書に即し、人員
を過不足なく配置している。 A

・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

コロナウイルス感染症対策を踏ま
え、例年どおり10月頃に人権や個人
情報等の研修を実施予定。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施が予定されており、適切
であった。

A

コロナウイルス感染症対策を踏ま
え、10/20～11/30に学習管理システ
ムを利用して個別ワーキングによる
人権・個人情報保護等の研修を実
施。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

必要な資格を有する人員が在籍し、
業務を行っている。 A

・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
必要な資格を有する人員が在籍し、
業務を行っている。 A

・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

外部委託の内容は、事前に府の承
認を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
外部委託の内容は、事前に府の承
認を受けている。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

契約書において、秘密保持義務及び
反社会勢力の排除に関する事項を
規定しており、個人情報の保護や暴
力団員の排除を遵守させている。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A

契約書において、秘密保持義務及び
反社会勢力の排除に関する事項を
規定しており、個人情報の保護や暴
力団員の排除を遵守させている。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

消防設備点検などの法令点検状況
を報告するなど、法令、条例等に基
づき業務を遂行している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
消防設備点検などの法令点検状況
を報告するなど、法令、条例等に基
づき業務を遂行している。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

 人員体制

外部委託

施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

公社・泉北（堺市南区地区）－Ｐ81/110



個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

個人情報取り扱いマニュアルを作成
するとともに、個人情報保護の重要
性について、職員研修を行うなど事
故防止に向け対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

個人情報取り扱いマニュアルを作成
するとともに、個人情報保護の重要
性について、職員研修を行うなど事
故防止に向け対策を講じている。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

緊急対応マニュアルや緊急連絡網
の整備、入居者への緊急連絡セン
ターの周知など、迅速な現場対応が
できる取り組みを行っている。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

緊急対応マニュアルや緊急連絡網
の整備、入居者への緊急連絡セン
ターの周知など、迅速な現場対応が
できる取り組みを行っている。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルや緊急連絡網を
整備し、職員に周知している。 A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施予定
であることを確認でき、適切であっ
た。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A
緊急対応マニュアルや緊急連絡網を
整備し、職員に周知している。 A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練は、コロ
ナの影響で実施できていないが、消
防局作成の資料の回覧で対応したこ
とを確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システム運用者は、事前に府に届け
ている人物に限っている。 A

・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

情報セキュリティに関するシステム運
用ルールを整備し、運用している。 A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

業務報告書を毎月報告している。業
務日誌等を適切に整備し、保管して
いる。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
業務報告書を毎月報告している。業
務日誌等を適切に整備し、保管して
いる。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

業務の実施体制は組織図どおりに
なっている。また、検討会議等には
常に出席し、府からの指示事項を遂
行している。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

業務の実施体制は組織図どおりに
なっている。また、検討会議等には
常に出席し、府からの指示事項を遂
行している。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

日常業務において、住民その他関係
機関からの苦情・要望・問合せに関
し、実態把握・指導・対応を適切に
行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

日常業務において、住民その他関係
機関からの苦情・要望・問合せに関
し、実態把握・指導・対応を適切に
行っている。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、ＡＡ
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ＋（70％以上80％未満）、Ｂ
（60％以上70％未満）、Ｂ－
（50％以上60％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

10月にアンケートを実施。入居者ア
ンケート回収率が50%を切っているも
のの、入居者・自治会共、90%以上で
普通以上のご評価を頂いている。

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９３．
０％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率４４．１％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

管理運営会議等には常に出席し、府
からの指示事項等を遂行している。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
管理運営会議等には常に出席し、府
からの指示事項等を遂行している。 A

・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

「声掛け活動」「指定管理者用施設賠
償責任保険の加入」等すでに実施し
ており、サービス水準の向上に寄与
している。

A

・「接遇向上委員会」、「高齢者への
声掛け活動の継続実施」等が既に実
施されており、今後も計画的に自主
提案事業が見込まれていることが確
認でき、適切であった。

A

「声掛け活動」「指定管理者用施設賠
償責任保険の加入」等すでに実施し
ており、サービス水準の向上に寄与
している。

A

・第一四半期に引き続き「高齢者へ
の声掛け活動」等が実施され、コロナ
の影響で一部計画どおり実施できて
いないものがあるものの、今後も計
画的に自主提案事業が見込まれて
いることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

収支状況については、6月末現在黒
字であり、適切であると評価できる。 A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
収支状況については、第3四半期は
黒字であり適切であると評価できる。 A

・収支状況については12月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

経営状況分析指標の総資本売上総
利益率(×3)は1.3%であり適切であ
る。

A
・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は1.30％であることが
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

経営状況分析指標の売上高経常利
益率(×4)は8.76%であり、効率的に
利益をあげている。
経営状況分析指標の自己資本比率
(×6)は27.48%であり、企業に安定性
がある。
過去三年間の決算書から収支状況
をあわせて確認したが、収支には問
題がない。

A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は8.76％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は27.48％であり、企業に安
定性があることが確認でき、適切で
あった。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）

A（良好）

B-(ほぼ良好)

C（要改善）

2021年11月17日

定期報告等及びヒアリングにより確認

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○課題解決に向けた取り組みに着手していない。

○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。

2022年1月27日

泉北NT管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・泉北（堺市南区地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

入居説明会時などの機会に丁寧な
説明を行い、入居に際してのトラブル
を防ぐとともに、必要書類等の速や
かな提出を促している。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、対応ができていることが
確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

入居説明会時などの機会に丁寧な
説明を行い、入居に際してのトラブル
を防ぐとともに、必要書類等の速や
かな提出を促している。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
も作成され、対応ができていることが
確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.50％（201件中、１件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

定期報告等及びヒアリングにより確認 泉北NT管理センターにて状況を聴取

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。 Ａ

2021年11月17日 2022年1月27日

A

年6回の総合募集に対し、ウェブサイ
トでの募集案内や抽選結果の掲載
等、入居希望者への情報提供を行っ
ている。また、応募割れ、さらに応募
割れの募集事務に加え、住宅替にも
対応している。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

年6回の総合募集に対し、ウェブサイ
トでの募集案内や抽選結果の掲載
等、入居希望者への情報提供を行っ
ている。また、応募割れ、さらに応募
割れの募集事務に加え、住宅替にも
対応している。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・泉北（堺市南区地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

「住宅返還届」「還付請求書」につい
て、業務仕様書に即した手順で事務
を行っている。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A
「住宅返還届」「還付請求書」につい
て、業務仕様書に即した手順で事務
を行っている。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

「同居承認」「保証人変更」などの申
請書について、業務仕様書や事務マ
ニュアルに即した審査を行っている。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A
「同居承認」「保証人変更」などの申
請書について、業務仕様書や事務マ
ニュアルに即した審査を行っている。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

地位承継不可者等にはリストを作成
し退去指導を行うなど、入居者の維
持保管義務に違反する行為に対し、
適切に対応している。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

地位承継不可者等にはリストを作成
し退去指導を行うなど、入居者の維
持保管義務に違反する行為に対し、
適切に対応している。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

家賃減免・収入更生等の書類等につ
いて業務仕様書どおり審査事務を
行っている。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
家賃減免・収入更生等の書類等につ
いて業務仕様書どおり審査事務を
行っている。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

口座振替手続き、納入通知書の送
付及び現金出納について、毎月定期
報告を行うとともに、業務仕様書どお
りの業務を実施している。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

口座振替手続き、納入通知書の送
付及び現金出納について、毎月定期
報告を行うとともに、業務仕様書どお
りの業務を実施している。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

府から提供される滞納者情報に基づ
く滞納対策について、業務仕様書通
りの事務を行っている。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
府から提供される滞納者情報に基づ
く滞納対策について、業務仕様書通
りの事務を行っている。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)
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○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

収入申告書の書類提出から意見申
出に至る一連の業務について、業務
仕様書どおりの事務を行っている。

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A
収入申告書の書類提出から意見申
出に至る一連の業務について、業務
仕様書どおりの事務を行っている。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

「収入更生申請書」等の関係書類に
ついて、業務仕様書どおりの審査を
行っている。

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A
「収入更生申請書」等の関係書類に
ついて、業務仕様書どおりの審査を
行っている。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年1月31日（立入検査）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・泉北（堺市南区地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
緊急・空家修繕について、修繕実施
基準等に基づき修繕を行っている。 A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：163件（うち立入り検査：
6件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,583件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
93.0%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
保守点検については、業務仕様書に
基づく点検回数、点検内容を実施し
ている。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

大阪府との引継ぎ会議及び現場引
継ぎにより、自治会への物品の引継
ぎ及び説明などを適切に行ってい
る。

A

○自治会へ物品の引継ぎ及び説明
を適切に行っており、良好である。
○入居者からのかし補修依頼の受
領及び府への報告を遅滞なく行って
おり、良好である。
・竹城台第4住宅

A ・その他の期のとおり。 A
○その他の期において適切であっ
た。 A

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
修繕履歴、点検結果等のデータにつ
いて、府からのデータ要求等に対応
できるよう整理を行っている。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

住戸内バリアフリー化事業等、自治
会及び入居者との円滑な調整を行
い、計画的に業務を遂行している。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行しており、
適切であった。

A
住戸内バリアフリー化事業等、自治
会及び入居者との円滑な調整を行
い、計画的に業務を遂行している。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
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○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
事務マニュアルに基づき、入居者へ
の利用承認業務を行っている。 A

○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

迷惑駐車への対応、車庫証明の発
行等適切に実施している。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A
迷惑駐車への対応、車庫証明の発
行等適切に実施している。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

公社・泉北（堺市南区地区）－Ｐ89/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】公社・泉北（堺市南区地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行ったうえ
で、事案に応じた対応を行っている。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行ったうえ
で、事案に応じた対応を行っている。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

各種申請書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
各種申請書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

各種許可書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
各種許可書等について、記録簿等で
管理するとともに、受付後速やかに
処理を行っている。

Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年1月27日

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

公社・泉北（堺市南区地区）－Ｐ90/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

管理責任者(所長)1名・所長代理1
名・事務統括1名・施設統括1名
事務スタッフ20名・施設管理スタッフ8
名・巡回管理員18名・合計50名配
置。

A
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括2名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ20名・施設管理スタッフ8
名・巡回管理員18名・合計51名配
置。

A
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアン
ス確認の実施(毎月)、人権研修の実
施(毎月)。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

1級建築士1名、2級建築士1名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A 1級建築士1名、2級建築士1名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

令和3年3月31日(文書逓送)
令和3年4月1日(委託等業務・維持補
修)
令和3年5月21日(残置物の移動等)
貴府承認済み。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A

令和3年3月31日（文書逓送）
令和3年4月1日（委託等業務・維持
補修）
令和3年5月21日（残置物の移動等）
貴府承認済み。

A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

 人員体制

外部委託

施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ91/110



個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。
また、職員研修及び個人情報管理簿
の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の姑応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。令和3年5月19日職員
を対象とした安否確認訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練、11月25日
総合訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練はコロ
ナの影響で実施できていないが、状
況が落ち着けば実施予定であること
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システム運用者は事前に貴府へ届
け出た者に限定し、変更の都度届
出。

A
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

情報セキュリティーに関する管理者
を定め、ルール・マニュアル等を整備
して運用。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

緊急対応

府営住宅管
理システム
の運用
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日詰は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、ＡＡ
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ＋（70％以上80％未満）、Ｂ
（60％以上70％未満）、Ｂ－
（50％以上60％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

貴府の指示に基づき10月に入居者
及び自治会長アンケートを実施。
アンケート回収率：入居者50.2％・自
治会長100％
普通以上の割合：93.1％

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９３．
１％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５０．２％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

・高齢者の対応について、75歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・「ふれあいサポート」の一部等が既
に実施されており、今後も計画的に
自主提案事業が見込まれていること
が確認でき、適切であった。

A

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・第一四半期に引き続き「ふれあい
サポート」の一部等が実施され、加え
て「LED照明への交換」などが既に実
施済であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

6月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
12月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し。 A

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。 A

・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は14.1％であることが
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。 A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は7.1％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は55.1％であり、企業に安定
性があることが確認でき、適切であっ
た。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）

A（良好）

B-(ほぼ良好)

C（要改善）

2021年11月26日

定期報告等及びヒアリングにより確認

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○課題解決に向けた取り組みに着手していない。

○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。

2022年2月8日

藤井寺管理センターにて状況を聴取
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

,入居済み関係書類:審査書類と共に
入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついて
は適宜督促を笑施。
・外国人対応等:外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.24％（420件中、1件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

定期報告等及びヒアリングにより確認 藤井寺管理センターにて状況を聴取

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。 Ａ

2021年11月26日 2022年2月8日

A

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。
また、住宅毎の代表間取図及び写真
付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

・募集封象住戸:適宜現地確認の上、
可否を判断し選定。
・特定入居:斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供:HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及びl道時募集住戸
を掲載。
また、住宅毎の代表間取図及び写真
付き鳥l敢図も掲載。
・封応記録:日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ95/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ96/110



○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年1月27日（立入検査）

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ97/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書及び説明書、修繕実施
基準等に基づき修繕を実施。また、
実施状況を毎月の施設保全業務調
整会議にて報告。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：317件（うち立入り検査：
6件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,243件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
92.4%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
業務仕様書及び説明書、関係法令
等に基づき保守点検を実施。 A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
貴府の求めに応じ、必要となる修繕
履歴・点検結果等のデータ整理を実
施。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行しており、
適切であった。

A
実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ98/110



○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき利用承認業務を実施。 A

○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書等に基づき業務を実施。 A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A 業務仕様書等に基づき業務を実施。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ99/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年1月27日

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間

東急・藤井寺（大阪市、中・南河内地区）－Ｐ100/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・堺東（堺市（南区除く）地区） 指定管理関係

○事業計画、業務仕様書に
即し、適切に人員を配置して
いる。（管理責任者、管理事
務所職員、巡回管理員）

・立入検査等において、「従
業員名簿」及び雇用実態の
分かる賃金台帳等により、
「事業計画書」及び「同管理
体制計画書」等以上に配置さ
れているか確認する。

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括1名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ14名・施設管理スタッフ6
名・巡回管理員12名・合計36名配
置。

A
・2021年6月30日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A

管理責任者（所長）1名・所長代理1
名・事務統括1名・施設統括1名
事務ｽﾀｯﾌ14名・施設管理スタッフ6
名・巡回管理員12名・合計36名配
置。

A
・2021年12月31日現在の「従業員名
簿」、「組織図」、「事務所内配置図」
等を確認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書に即し、研修
（人権研修、個人情報保護）
等を実施している。

・立入検査等において、「職
員研修実績一覧表」により、
実施状況（計画）が「事業計
画書」以上に実施されている
か確認する。

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A

チェックシートを活用した個人情報保
護ディスカッション・コンプライアンス
確認の実施（毎月）、人権研修の実
施（毎月）。

A

・「職員研修実績一覧表」等を確認し
たところ、「個人情報研修」等が計画
どおり実施されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○必要な資格（１級又は２級
建築士）を有する人員が確保
されている。

・立入検査等において、有資
格者の在籍状況を確認し、
「事業計画書」以上の人員が
確保されているか確認する。

2級建築士1名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A 2級建築士1名配置。 A
・「従業員名簿」と資格証の写しを確
認したところ、有資格者の在籍状況
を確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託の内容は、事前
に府の承認を受けており、適
切である。

・立入検査等において、再委
託に係る府への申請及び契
約状況を確認するとともに、
消防設備点検など、設備点
検に係る「外部委託契約実
績一覧表」により、「事業計画
書」どおり委託されているか
確認する。

令和3年3月31日・4月1日・5月21日、
6月15日貴府承認済み。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
令和3年3月31日・4月1日・5月21日、
6月15日、9月13日貴府承認済み。 A

・再委託に係る府への申請控え、契
約書及び設備維持管理業務に係る
「外部委託契約実績一覧表」等を確
認したところ、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○外部委託業者に対して協
定書等を遵守させている。

・立入検査等において、契約
書や覚書等を閲覧し、個人
情報の保護や暴力団員の排
除の条項等を確認する。

契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
契約書等において、反社会的勢力の
排除及び秘密保持義務に関する事
項を規定。

A

・契約書等において、反社会的勢力
の排除及び秘密保持義務に関する
事項が規定されており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

法令等遵守

○法令、条例等に基づき、必
要な点検、報告等を行ってい
る。

・立入検査等において、消防
設備点検などの法令点検状
況報告書等により、その実施
状況を確認する。

消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
消防設備等、法令、条例等に基づき
計画を策定の上実施し、必要に応じ
て不備箇所の補修等を実施。

A

・必要な消防設備等の法令点検の実
施及び報告が為されており、さらに、
必要に応じて設備の補修等が為され
ていることが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月)

評価
（AA～C）

 人員体制

外部委託

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月)
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個人情報保
護

○個人情報の漏洩、滅失、
他の用途への流用等の事故
防止対策を講じている。

・立入検査等において、「個
人情報取扱マニュアル」「保
管場所」の確認等により、「事
業計画書」どおりの対策が講
じられているか確認する。

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A

個人情報の漏洩などの事故防止対
策として個人情報保護マニュアルを
作成。また、職員研修及び個人情報
管理簿の整備を実施。

A

・個人情報の漏洩などの事故防止対
策として、「個人情報の取り扱いマ
ニュアル」が作成され、職員研修の
実施・個人情報管理簿の整備等が
行われており、適切に運用されてい
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○事故、災害等の緊急時の
連絡体制が確保されている。

・立入検査等において、緊急
連絡網、入居者への周知文
書、現場対応者リスト等によ
り、「事業計画書」どおりの非
常時の危機管理体制が確保
されているか確認する。

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A

火災等緊急事態発生時のマニュア
ル及び連絡網と共に対応職員、エリ
ア・工種毎の対応リストを整備。入居
者に対しては住まいのしおり・ふれあ
いだより・HP等により時間外緊急連
絡センターの連絡先を周知。

A

・火災等緊急事態発生時の「緊急対
応マニュアル」及び「緊急連絡網」が
整備され、入居者に対しては、「住ま
いのしおり」「ふれあいだより」により
「時間外緊急連絡センター」の電話と
ＦＡＸ番号が知らされており、また、職
員対応リスト及び対応業者リストも整
備され、迅速に現場対応が可能であ
ることが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○緊急時のマニュアルが整
備され、周知徹底されてい
る。

・立入検査等において、緊急
対応マニュアル、職員への
周知文書、防災訓練の実施
に関する資料により、「事業
計画書」どおり実施されてい
るか確認する。

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練も実施
予定であることを確認でき、適切で
あった。

A

緊急対応マニュアルを整備の上、各
職員へ配付。また、5月19日に職員を
対象とした安否確認訓練を実施。11
月25日 総合訓練を実施。

A

・緊急対応マニュアルが整備されて
おり、各職員にマニュアルを配布して
いることを確認した。
・職員に対する防災訓練も実施済で
あることを確認でき、適切であった。
・自治会と連携した防災訓練は、コロ
ナの影響で実施できていないが、作
成した資料の回覧で対応したことを
確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○システムを運用する者を定
め、事前に府に報告してい
る。

・立入検査等において、セ
キュリティ管理者及びシステ
ム利用者名簿の届出の内容
が適切か確認する。

システム運用者は事前に貴府へ届
け出た者に限定し、変更の都度届
出。

A
・システム運用者は、事前に府に届
け出ている人物に限っており、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

○個人情報保護に留意して
システムを運用している。

・立入検査等において、シス
テム運用ルール等が、「事業
計画書」どおり運用されてい
るか確認する。

情報セキュリティーに関する管理者
を定め、ルール・マニュアル等を整備
して運用。

A

・情報セキュリティに関する管理者の
定め、運用ルール、マニュアル等が
整備されていることが確認でき、適切
であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

府営住宅管
理システム
の運用

緊急対応
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○月間業務報告書を府に提
出している。及び、業務日誌
等を適切に整備、保管してい
る。

・立入検査において、月間報
告書や業務日誌（毎日）等が
日々の積み上げによるもの
か確認するとともに、その保
管状況が適切か確認。

月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
月間業務報告書は毎月15日までに
貴府へ提出。業務日誌は日々作成
し、ファイリング。

A

・定例の報告書については、業務仕
様書どおりであり、当該報告書の
日々の作成についても確認でき、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○業務仕様書等に定める業
務の実施体制は確保されて
いる。
検討会議、委員会等へ出席
し、必要な資料等を提供して
いる。

・立入検査等において、業務
の実施体制が、提出の組織
図どおりか確認するととも
に、会議等における府からの
指示事項の遂行状況を確認
する。

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A

定められた業務履行に必要な人員を
配置。
検討会議等には常に出席し、必要な
資料等を提供。

A

・業務の実施体制については適切で
あった。

・検討会議等には常に出席し、府か
らの指示事項等を遂行していること
が確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

○府営住宅の苦情処理等に
係る事務を行っている。

・日常業務において、苦情、
要望等についての実態把
握、指導及び対処が適切に
処理されているかどうか、毎
月の定期報告等により確認
する。

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A

業務仕様書及び迷惑行為対応マ
ニュアルに基づき指導等を実施。ま
た、実施状況を毎月の月間業務報告
書にて報告。

A

・毎月の定期報告において、日常業
務の苦情、要望等について実態把
握、指導及び対処しており、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

入居者満足
度

○入居者、自治会へのアン
ケート・ヒアリング調査を実施
し、その結果は妥当である。

・立入検査等において、独自
に実施している各種アンケー
ト等について、「アンケート文
面」「アンケート集計」等の資
料により、アンケート等の実
施手法及び結果内容が適切
かどうか確認する。

・府の指示により実施してい
る「入居者・自治会長へのア
ンケート」が、適切に実施さ
れているかどうか、報告によ
り確認する。

（参考）
「普通」以上というアンケート
結果の平均値により、ＡＡ
（95％以上）、Ａ（80％以上）、
Ｂ＋（70％以上80％未満）、Ｂ
（60％以上70％未満）、Ｂ－
（50％以上60％未満）、C
（50％未満）としている。
また、アンケート回収率50％
に満たない場合は、A以下と
している。

貴府の指示に基づき10月に入居者
及び自治会長アンケートを実施。
アンケート回収率：入居者51.1％・自
治会長100％
普通以上の割合：94.6％

A

・アンケート結果における①窓口対
応、②電話対応、③申請・手続、④
修繕の４つの項目について、それぞ
れの項目で「普通」以上と回答したも
のを加重計算により平均値を算出し
た。

・結果、入居者アンケートでは、９４．
６％が「普通」以上という回答であり、
適切であった。
（アンケート回収率５１．１％）

A ・その他の期のとおり。 A ・その他の期に同じ。 A

業務改善

○管理運営会議等で府から
指摘された問題点等の解決・
改善に積極的に取り組み、そ
の結果は妥当である。

・立入検査等において、改善
等の取組状況を確認する。

会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
会議等での貴府から指摘された問題
点・改善点については、適正に解決・
改善へ取組みを実施。

A
・管理運営会議等には常に出席し、
府からの指示事項等を遂行している
ことが確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

実施状況の
確認
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自主事業内
容の質

○事業計画書に即し、自主
事業が適切に実施され、
サービス水準の向上に寄与
している。

・立入検査等において、「自
主提案事業の実施状況表」
により、「事業計画書」どおり
実施されているか確認する。

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

A

・「ふれあいサポート」の一部等が既
に実施されており、今後も計画的に
自主提案事業が見込まれていること
が確認でき、適切であった。

A

・高齢者の対応について、７５歳以上
単身高齢者世帯への定期電話連絡
及び訪問活動を「ふれあいサポート」
として位置づけ、その専属担当者を
配置し、各自治会へ活動方針を説明
のうえ毎月実施。等

AA

・第一四半期に引き続き「ふれあい
サポート」の一部等が実施され、加え
て「LED照明への交換」などが既に実
施済であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

事業収支

○収支計画書と比較して、収
支状況は妥当であるかを判
断する。

・立入検査等において、「事
業計画書」及び「業務に係る
経理の状況」により収支状況
が適切かどうか確認する。

・抽出により、総勘定元帳の
科目（cf：「空家修繕」）に係る
費用が報告書どおりである
か確認する。

6月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し。

A

・収支状況については６月末現在黒
字であり、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「空家修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
12月末現在で黒字であり、事業継続
に影響無し。 A

・収支状況については、12月末現在
で、黒字が確認でき、適切であった。

・また、抽出により確認した総勘定元
帳の「緊急修繕」の費用も報告書と
同額であることが確認でき、適切で
あった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

経営状況分
析指標

○経営状況分析指標を用い
て、管理運営の効率性・安定
性の確認を行う。

・法人の経営状況分析指標
の総資本売上総利益率（Ｘ
３）【売上総利益÷総資本（２
期平均）×100】により、法人
の効率性・安定性が適切か
どうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。

A
・経営状況分析指標の総資本売上
総利益率（Ｘ３）は14.1％であることが
確認でき、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

法人等の経
営状況

○経営分析指標を用いて、
法人の「収益性」と「安定性」
の確認を行う。（過去３年間
の決算状況により判断す
る。）

・法人の経営状況分析指標
の売上高経常利益率（Ｘ４）
【経常利益÷売上高×100】
及び自己資本比率（Ｘ６）【自
己資本÷総資本×100】によ
り、法人の「収益性」及び「安
定性」が適切かどうか確認す
る。

・法人の過去３年間の決算書
により、法人の収支状況が適
切かどうか確認する。

別途提出の経営分析8指標より妥
当。

A

・経営状況分析指標の売上高経常
利益率（Ｘ４）は7.1％であり、効率的
に利益をあげていることが確認でき、
適切であった。

・経営状況分析指標の自己資本比
率（Ｘ６）は55.1％であり、企業に安定
性があることが確認でき、適切であっ
た。

・過去３年間の決算書から収支状況
を合わせて確認したが、収支に問題
なく、適切であった。

A ・第１四半期のとおり。 A 　第１四半期に同じ。 A

チェック日 チェック日

チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）

A（良好）

B-(ほぼ良好)

C（要改善） ○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。

○課題解決に向けた取り組みに着手していない。

■評価基準

B+(ほぼ良好)

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。

○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。

2021年11月17日

定期報告等及びヒアリングにより確認

2022年1月26日

堺東管理センターにて状況を聴取

東急・堺東（堺市（南区除く）地区）－Ｐ104/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・堺東（堺市（南区除く）地区） 募集関係

○入居事務を行っている。

・立入検査等において、入居
済み分の関係書類の整備状
況が適切かどうか確認する。

・立入検査等において、外国
人対応等が適切かどうか入
居説明会時の配布資料等に
より確認する。

・日常業務において、書類不
備等による入居審査の差戻
率の把握を行い、差戻率の
高い指定管理者について、
立入検査等において、改善
報告を提出させ、改善が見
込まれるか確認する。

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

A

・入居済み関係書類：審査書類と共
に入居前の誓約書・請書等を保管。
入居後の住民票等の提出書類はリ
ストを基に確認を行い、未提出分に
ついては適宜督促を実施。
・外国人対応等：外国人向け資料作
成、翻訳ソフトを内蔵したタブレットを
備え付け。障がい者に対しても筆談
等で対応。

A

・入居前の誓約書、請書等を速やか
に提出させ、関係書類が保管されて
いることが確認でき、適切であった。

・入居後の住民票の提出など、関係
書類の確認・チェックが為されてお
り、未提出分についても対応できて
いることが確認でき、適切であった。

・外国人向け資料（住まいのしおり）
の作成、翻訳ソフト内蔵のタブレット
端末の備え付け等、対応ができてい
ることが確認でき、適切であった。

・障がい者対応についても、筆談によ
り対応ができていることが確認でき、
適切であった。

・2021年４月～12月の「書類管理シ
ステム」による入居審査差戻し率が
10％未満の0.29％（343件中、1件）で
あったことが確認でき、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A ・第一四半期及びその他の期間とも

に適切であった。

Ａ

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

定期報告等及びヒアリングにより確認 堺東管理センターにて状況を聴取

・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

・第一四半期及びその他の期間とも
に適切であった。 Ａ

2021年11月17日 2022年1月26日

A

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。また、住宅毎の代表間取図及
び写真付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、センターの窓口でも同
様の情報を閲覧することが確認で
き、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

A

募集事務

○募集事務を行っている。

・立入検査等において、募集
対象可能である住戸の選定
について、前回募集からの経
過年数、応募倍率、空家年
数を考慮しているか等その
選定方法が適切かどうかを
確認する。
確認内容によっては住宅現
場に出向き、状況を確認す
る。

・特定入居（住宅替）につい
て、待機者数や待機の期間
を確認し、適切に住戸あっせ
んがされているかを確認する
ため、立入検査等において、
特定入居（住宅替）受付台帳
を閲覧し、その状況を確認す
る。

・日常業務において、ウェブ
サイトでの総合募集案内、抽
選結果の掲載及び随時募集
住戸の掲載実施状況につい
て、府民等への情報提供が
適切かどうか確認する。

・立入検査等において、月次
報告の基となる対応記録の
保管状況等が適切かどうか
確認する。

・募集対象住戸：適宜現地確認の
上、可否を判断し選定。
・特定入居：斡旋可能住戸が出れば
受付台帳を基に待機者へ案内を実
施。
・情報提供：HP及び窓口で総合募集
案内・抽選結果及び随時募集住戸を
掲載。また、住宅毎の代表間取図及
び写真付き鳥瞰図も掲載。
・対応記録：日毎に記録を保管。

A

・あき住戸について、「否」となってい
る住戸は、悪臭等のある住戸であ
り、住戸が適切に募集候補とされて
いることが確認でき、適切であった。

・また、「否」となっている住戸につい
ては、適宜現地確認を行っているこ
とも確認でき、適切であった。

・特定入居については、空きが出れ
ば適宜待機者へ情報提供できている
ことが確認でき、適切であった。

・ウェブサイトに住宅間取りが適宜掲
載されており、適切であった。

・月次報告の元となる対応記録が適
切に整備されていることが確認でき、
適切であった。

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

東急・堺東（堺市（南区除く）地区）－Ｐ105/110



2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・堺東（堺市（南区除く）地区） 収納促進関係

募集事務

○入居者の退去事務を行っ
ている。

・日常業務及びヒアリングに
より、「住宅返還届」「還付請
求書」の提出など、適切な退
去事務が行われているか確
認する。

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

Ａ

「住宅返還届」、「還付請求書」につ
いて、業務仕様書に即した手順で事
務を行っていることが確認でき、ま
た、名義人が死亡した住宅の処理に
ついて府の指示どおり事務を行って
おり、適切であった。

A

業務仕様書に基づき事務を実施。名
義人が死亡した住宅の処理について
は、貴府の指示に基づき事務を実
施。

Ａ

立入検査の際、府が持参した退去未
清算リストに基づき検査したところ、
住宅返還手続きの処理も含め、業務
仕様書及び府の指示通り事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○府営住宅に係る許認可を
行っている。

・日常業務及び個別協議等
により、「保証人変更」「同居
承認」「一時不在承認」等の
申請書について、法令等に
基づいた適切な審査を経て
府に提出されているか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認でき、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類の審査を実施。 Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○入居者の維持保管義務に
ついて注意を払い、実態把
握に努めている。

・日常業務において、入居者
の維持保管義務に違反する
行為（故意毀損、転貸禁止
等）への対処が適切なものか
どうか確認する。

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

Ａ

地位承継不可者等への対応につい
て、リストを作成し退去指導を行って
いるほか、府の指示に基づき住宅の
現地確認等も行っていることが確認
でき、適切であった。

A

地位承継不可者等のリストを作成し
退去指導及び迷惑行為等の維持保
管義務違反者への入居指導を実
施。また、貴府の指示に基づく住宅
の現地確認等も実施。

Ａ

立入検査の際、府が持参した地位承
継不可リストと指定管理者が保有す
るリストを突合し、業務仕様書及び府
の指示通り事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○調定手続きを行っている。

・日常業務において、家賃減
免・収入更正等の書類等を
通じ、審査事務等が適切に
処理されているかどうか確認
する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、業務仕様書及び
事務マニュアルどおり審査を行って
いることが確認できた。疑義がある
場合等は必要に応じて府と協議して
解決しており、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、審査中の案件は
状況に応じて仕分け整理されてお
り、審査後の書類も月別に整理・保
管され、業務仕様書及び事務マニュ
アルどおり事務が行われていること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の収納事務を行っ
ている。

・家賃等の口座振替手続、納
入通知書の送付及び現金出
納について、毎月の定期報
告等により、適切な業務が行
われているか確認する。

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A

家賃等の口座振替手続及び納入通
知書の送付。また、現金収納につい
ては、受領後翌営業日に貴府指定
の金融機関へ入金し毎月定期報告
を実施。

Ａ

府に毎月行っている報告どおり、シ
ステムにも入力されており、業務仕
様書のとおり業務を実施していること
が確認でき、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃等の滞納対策に係る
事務を行っている。

・日常業務において、滞納者
への電話による督促や現地
訪問を通じ、適切な業務が行
われているか交渉記録等に
より確認する。

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A

貴府より提供される滞納者情報を基
に入金案内を実施し、システムの交
渉経過へ入力及び実施報告書を提
出。

Ａ

府から提供する滞納者情報に基づく
滞納対策について、「実績報告書」の
内容、システムの交渉経過の入力状
況等、業務仕様書のとおり事務が行
われていることが確認でき、適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

入居者等へ
の指導及び
連絡に関す
る業務

家賃等の収
納に関する
業務

指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月)

東急・堺東（堺市（南区除く）地区）－Ｐ106/110



○入居者の収入額認定等の
事務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
申告」等の審査書類及び府
の収入認定・家賃決定後に
行われる入居者への通知に
より、適切な業務が行われて
いるか確認する。

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

Ａ

「収入申告」は毎年6～7月に全入居
者に対し、案内を同封した申告の用
紙を配布し、郵送により回収後、指
定管理者が書類審査し、その内容を
パンチカードに記録して府に送付す
る。府の指示どおり業務が行われて
いることが確認でき、適切であった。

A

貴府の指示に基づき6月に収入申告
書を発送し、業務仕様書及び事務マ
ニュアルに基づき必要書類等を審査
の上、貴府へ提出。

Ａ

収入申告書の受付、書類審査、パン
チカードの作成のほか、不備請求、
未申告者対応、意見申出に至るまで
の一連の流れについて、業務仕様書
及び事務マニュアルのとおり事務が
行われていることが確認できた。立
入検査の際、書類等の保管状況を
確認したところ、状況に応じて仕分け
整理されていることが確認でき、適切
であった。
また、マイナンバーによる収入申告
の受付業務について、協定書のとお
り「個人情報取扱従業者」のみが取り
扱い、作業場所、保管場所も適切で
あった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○家賃変更（収入更正）等事
務補助を行っている。

・日常業務において、「収入
更正申請書」等の関係書類
が適切なものかどうか確認
するとともに、申請に不備が
あった場合に、入居者に対し
て、適切に対応しているかど
うか確認する。

業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

決裁時に府に送付される申請書及び
添付書類について、関連法令等に従
い、業務仕様書及び事務マニュアル
どおり審査を行っていることが確認で
き、適切であった。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき必要書類等を審査の上、貴府へ
提出。

Ａ

立入検査の際、書類等の保管状況
を確認したところ、状況に応じて仕分
け整理されていることが確認できた。
不備がある場合は書面で不足書類
の提出を促すほか、可能な限り電話
での案内も行っていることが確認で
き、適切であった。

A
第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

日常業務及び定期報告等で確認 立入検査、日常業務及び定期報告等で確認

家賃等の収
納に関する
業務

2021年8月4日から8月6日まで 2022年2月2日（立入検査）
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・堺東（堺市（南区除く）地区） 施設保全関係

○施設の維持修繕に関する
業務を行っている。

・駐車場の維持修繕等業務
の検査時に管理事務所へ赴
き、書面及び写真により、適
切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、業務執行状況の書面
報告により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①修繕依頼があった場合、貴府の定
めた負担区分に従い修繕を行うこ
と。②修繕の負担区分については丁
寧に説明すること。③早期対応を図
ること）。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A

業務仕様書及び説明書、修繕実施
基準等に基づき修繕を実施。また、
実施状況を毎月の施設保全業務調
整会議にて報告。

A

○工事関係書類及び写真により施
工状況を確認するとともに、その場で
対象を指定し現場への立ち入り検査
を行った結果、一般（緊急・空家）修
繕実施基準等に基づき修繕が行わ
れており、適切であった。
○調整会議での書面報告や緊急修
繕工事に対する入居者アンケート結
果等から確認でき、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。
 ・空家修繕：250件（うち立入り検査：
10件）※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕：1,612件
　※数字は12月末の実績
 ・緊急修繕のアンケート回収率：
94.5%　9割以上の入居者が業者の対
応に不満が無かったと回答。
　※数字は12月末の実績

A

○施設の保守点検に関する
業務を行っている。

・契約書及び点検記録によ
り、適切かどうか確認する。
また、毎月の大阪府営住宅
施設保全業務調整会議にお
いて、設備関係維持管理報
告書により確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者等への事故防止や日常生
活に支障をきたす事のないよう実施
すること。②常時適正な状態を維持
すること。③貴府へ適時報告を行うこ
と）。

A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
業務仕様書及び説明書、関係法令
等に基づき保守点検を実施。 A

○保守点検契約書及び点検記録に
より、点検状況の確認を実施。仕様
書に基づく点検回数及び点検内容を
確認でき、適切であった。
○点検時及び緊急故障等対応につ
いて、特に問題なく適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○周辺地域への電波障害対
策施設の管理を行っている。

・毎月の大阪府営住宅施設
保全業務調整会議等におい
て、業務執行状況の書面報
告により、適切に対応されて
いるかどうか確認する。

故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
故障等発生時、取扱基準に基づき対
応を実施。 A

○取扱基準により適切に対応してい
ることを確認。故障等の発生による
対応については、特に問題なく適切
であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○新築住宅引継ぎ業務を
行っている。

・引継ぎ会議及び現場引継
ぎの際に、適切に処理されて
いるかどうか確認する。

○施設管理にかかるデータ
整理業務を行っている。

・提出されたデータにより、適
切に処理されているかどうか
確認する。

業務仕様書に基づき、以下の点を前
提に業務を行っている。
府の要請に従い、日常の施設管理
業務を通じて生じる修繕履歴、点検
結果等の各種データをデータベース
化し報告すること。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
貴府の求めに応じ、必要となる修繕
履歴・点検結果等のデータ整理を実
施。

A
○要求した修繕履歴、点検結果等の
データについて、対応できており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○住戸内バリアフリー化事業
等の実施に関する業務を
行っている。

・執行状況の報告により、適
切かどうか確認する。

実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○自治会及び入居者との調整も円
滑で、計画的に業務を執行しており、
適切であった。

A
実施計画を立案の上、自治会及び
入居者、設計監理者等と調整を行
い、業務を実施。

A
○現地調査、実施設計、工事発注を
計画的に執行しており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

施設管理に
関する業務

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価
（AA～C）

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間 施設所管課の評価　年間
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○入居者への利用承認業務
を行っている。

・府に上申された入居者から
の利用承認申請書を通じ、
適切に処理されているかどう
か確認する。

業務仕様書、管理業務説明書に沿っ
て行っている（主に以下の点に留意
し行っている。
①入居者からの申出に従い指定管
理者の責任において適切に行うこ
と。②貴府所定の基準により適否を
審査し報告すること。③必要な書類
を交付する）。

A
○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
業務仕様書及び事務マニュアルに基
づき利用承認業務を実施。 A

○事務マニュアルに沿った利用承認
業務が行われており、適切であっ
た。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

○駐車場に関するその他業
務（施設の維持管理、車庫証
明の発行、迷惑駐車の取締
り等）を行っている。

・入力された住宅管理システ
ムのデータ及び業務報告書
により、適切に処理されてい
るかどうか確認する。

業務仕様書等に基づき業務を実施。 A
○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。

A 業務仕様書等に基づき業務を実施。 A

○迷惑駐車への対応、車庫証明の
発行等、適切に実施しており、適切
であった。
○駐車場管理業務（除草・清掃等）に
ついて、仕様書どおり行われており、
適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り。 A

○第１四半期及びその他の期ともに
適切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法
チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

駐車場の管
理運営に関
する業務

2021年9月30日 2022年2月25日
実施状況報告書の確認及び上記による方法 実施状況報告書の確認及び上記による方法
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2021年度（令和３年度）　府営住宅指定管理者業務の履行状況チェックシート 【指定管理者名】東急・堺東（堺市（南区除く）地区） 資産活用関係

○土地の管理に関する業務
を行っている。

・住宅敷地に係る問合せ等
の対応・処理状況について、
平素の業務施行状況及びヒ
アリング等を通じて、適切に
処理されているかどうか確認
する。

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

Ａ

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、事案に応じて現地調査
等を実施し、対応。

A

府営住宅敷地に係る問合せ等が
あった場合、土地調査を行なった上
で事案に応じた対応を行なうなど、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種申請手続きに係る補
助業務を行っている。

・各種申請書の記載内容や
添付書類の精度等につい
て、日常業務の施行状況や
記録簿などにより、申請手続
きの補助状況が適切かどう
か確認する。

各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

Ａ

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
各種手続きに係る問合せ等の対応
を行い、必要となる申請書類を受付
し、審査の上、貴府へ提出。

A

各種申請書提出の事前段階におい
て、法令等に基づく指導、書類の記
入方法等の指導が行なわれている。
また、各種申請書等の受付日、社内
起案日等が記録簿等により管理さ
れ、申請書受付後、速やかに処理し
ており、適切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

○各種許可書等の交付に係
る業務を行っている。

・日常業務において、各種許
可書等の府からの受理状況
及び申請者等への交付状況
について、記録簿などによ
り、適切に処理されているか
どうか確認する。

貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 Ａ

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
貴府より各種許可書等を受領後、申
請者等へ交付を実施。 A

各種許可書等の受理日、交付日が
記録簿等により管理され、遅滞なく申
請者への交付が行なわれており、適
切であった。

A
・第１四半期及びその他の期のとお
り A

第１四半期及びその他の期ともに適
切であった。 A

チェック日 チェック日
チェック方法 チェック方法

チェック職員 チェック職員

AA（優良）
A（良好）

B-(ほぼ良好)
C（要改善）

用地管理に
関する業務

2021年9月15日 2022年2月4日

■評価基準

○業務仕様書等の内容を遵守し、その内容より優れた管理内容である。
○業務仕様書等の内容を遵守した管理内容である。

B+(ほぼ良好)
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○しかし、その課題について指定管理者において解決に向けて取り組んでいる。

B（ほぼ良好）
○業務仕様書等の内容を概ね遵守しているが、一部課題とすべき事項がある。
○課題解決に向けた取り組みに着手していない。
○改善の必要な管理内容であるが、指定管理者の取り組みにより改善が見込まれる。
○業務仕様書等を遵守しておらず、今後も適切な管理運営が見込めない。

施設所管課の評価　年間
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）
評価

（AA～C）

平素の業務施行状況及び書面等から確認 平素の業務施行状況及び書面等から確認

評価項目
評価基準

（確認内容）

指定管理者の自己評価　第１四半期(４～６月) 施設所管課の評価　第１四半期(４～６月) 指定管理者の自己評価　その他の期間(７～12月) 施設所管課の評価　その他の期間(７～12月) 指定管理者の自己評価　年間
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